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1. 一般情報 

(1) 地理・人口 

ア 外務省「ガーナ 基礎データ」（2021 年 3 月 17 日） 

4 民族 

アカン、ガ、エベ、ダゴンバ、マンプルシ他 

5 言語 

英語（公用語）、各民族語 

6 宗教 

国民の約 70％がキリスト教徒、イスラム教約 17％、その他伝統的宗教等 

 

イ CIA「ワールドファクトブック‐ガーナ」（2021 年 1 月 4 日閲覧） 

民族： 

Akan 47.5%, モール・ダグボン〔Mole-Dagbon〕16.6%, Ewe 13.9%, Ga-Dangme 7.4%, 

Gurma 5.7%, Guan 3.7%, Grusi 2.5%, Mande 1.1%, その他 1.4% （2010 年推計） 

言語： 

Asante 16%, Ewe 14%, Fante 11.6%, Boron (Brong) 4.9%, ダゴンバ〔Dagomba〕4.4%, 

Dangme 4.2%, Dagarte (Dagaba) 3.9%, Kokomba 3.5%, Akyem 3.2%, Ga 3.1%, その他 

31.2% （2010 年推計） 

備考：英語が公式言語 

宗教： 

キリスト教 71.2%（ペンテゴスト派／カリスマ運動派 28.3%, プロテスタント

18.4%, カトリック 13.1%, その他 11.4%）, イスラム教 17.6%, 伝統宗教 5.2%, そ

https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/ghana/data.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/gh.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html#402
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html#401
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の他 0.8%, 無宗教 5.2% （2010 年推計） 

 

(2) 内政 ＜2025 年 6 月 5 日更新＞ 

ア 外務省「ガーナ 基礎データ」（2025 年 2 月 26 日） 

1957 年の独立から 1981 年のローリングス政権発足までの 25 年間に 4 回のクー

デターを含め，頻繁に政権交代が繰り返された。1990 年代に入って民主化が進み

1992 年，1996 年に複数政党制の下で平和裡に大統領選挙が行われ，ローリングス

大統領の指導の下で長期にわたる政治的安定を享受した。ローリングス大統領は

憲法の三選禁止規定を遵守し，2000 年 12 月の大統領選挙には出馬せず，新愛国党

（NPP）のクフォー候補が選出され，翌 2001 年 1 月に正式に大統領に就任した。

これによりガーナの歴史上初めて，選挙による与野党間の政権交代が平和裡に実

現した形となった。2008 年，国家民主会議（NDC）のミルズ大統領が選出された

が，2012 年 7 月，同大統領が逝去したことを受け，憲法の規定に従い，マハマ副

大統領が大統領に就任した。2012 年 12 月，大統領選挙が行われ，マハマ大統領が

当選した。 

2016 年 12 月、大統領選挙が行われ、NPP のアクフォ＝アド候補（元外相）が当

選し、平和裏に政権交代が行われた。 

2020 年 12 月、大統領選挙が実施された結果、NPP のアクフォ＝アド大統領が再

選され、2021 年 1 月から 2 期目を務めている。 

2024 年 12 月、大統領選挙が実施された結果、NDC のマハマ候補が 2 度目の当

選を果たし、2025 年 1 月から 2 期目を務めている。 

 

イ OFPRA「ガーナ：「西トーゴランド」の分離独立運動（Ghana: Les mouvements 

sécessionnistes du "Togoland occidental"）」（2021 年 10 月 14 日） 

トーゴランドは、旧ドイツ保護領で、1919 年に国際連盟によってフランス領（東

部）とイギリス領（西部）に領土が分割・割譲された［脚注 1］。1956 年にフラン

ス領トーゴ（現トーゴ）が独立し、1957 年の住民投票でイギリス領ゴールドコー

スト（現ガーナ）に併合された［脚注 2］。 

英領トーゴの住民の大多数がこの再併合に賛成したのに対し、南部のエウェ族

の一部では反対していた［脚注 3］。トーゴランドの再統一を目指す分離主義運動

は、早くも 1972 年にエウェ族のグループ「西トーゴランド民族解放運動」

（NLMWT）によって開始された［脚注 4］。この運動は、1976 年にガーナ当局に

よって活動が禁止された［脚注 5］。 

現在の西トーゴは、人口 400 万人の地域である。分離派の主張する領土はトー

ゴとガーナの間に位置する。ヴォルタ州、オティ州、北部地域、北東部地域、上東

部地域を含む［脚注 6］。 

… 

https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/ghana/data.html
https://www.ofpra.gouv.fr/sites/default/files/atoms/files/2110_gha_togoland_occidental_154124_web.pdf
https://www.ofpra.gouv.fr/sites/default/files/atoms/files/2110_gha_togoland_occidental_154124_web.pdf


ガーナ 2025 年 6 月 5 日                ©難民研究フォーラム https://refugeestudies.jp/ 

4 

※ 上記の訳文は、DeepL.com（無料版）による翻訳を基に修正を加えたもので

す。 

 

2. 人権状況  ＜2024 年 5 月 13 日更新＞ 

ア 米国国務省「人権状況報告 2023 年－ガーナ」（2024 年 4 月 22 日） 

信頼できる報告も含め、重要な人権問題について：政府や政府に代わって行われ

る残虐で非人道的で人格を貶める扱いや処罰、恣意的な逮捕や勾留、表現の自由と

報道の自由への深刻な制限（ジャーナリストに対する暴力や暴力による脅しおよ

び不当な逮捕や起訴を含む）、拷問や迫害の恐れがある国への難民の送還、深刻な

政府の汚職、家庭内または親密なパートナーの暴力や女性器切除を含むジェンダ

ーに基づく広範な暴力、まだ完全に実施していないが成人間での同意による同性

間の性行為を犯罪とする法律、レスビアン・ゲイ・バイセクシュアル・トランスジ

ェンダー・クイアー・インターセックスの人々を標的とした暴力や暴力的脅迫によ

る犯罪、障碍者を標的にした暴力や暴力的脅迫による犯罪。 

政府は人権を侵害した可能性のある職員を特定し処罰するという、最小限の措

置しか講じなかった。 

※ 入管庁による仮訳あり 

 

イ 米国国務省「人権状況報告 2020 年‐ガーナ（仮訳）」入管庁ウェブ（2021 年 3

月 30 日） 

重大な人権上の問題は次の通りである。政府又はその職員による恣意的もしく

は不法な殺害。政府又はその職員による残酷な、非人道的な、又は品位を傷つける

扱いもしくは処罰。苛酷で生命を脅かす刑務所の状況。恣意的な逮捕又は拘禁。ジ

ャーナリストに対する暴力及び暴力の脅威、又は不当な逮捕もしくは起訴を含め

た報道に対する重大な制限。重大な腐敗行為。女性への暴力に関する調査及び説明

責任の不足。施行される場合はまれであるものの、成人どうしの合意に基づく同性

間性行為を罰する法律の存在。最悪の形態での児童労働の存在。 

政府は、治安部隊員又は政府内のいずれかの職員であるかどうかにかかわらず、

役人による不正行為及び職権乱用に対処する措置を取った。しかし、刑罰逃れは依

然として問題になっていた。 

 

ウ 米国国務省「人権状況報告 2019 年‐ガーナ（仮訳）」入管庁ウェブ（2020 年 3

月 11 日） 

重大な人権問題としては，政府又は政府職員による恣意的若しくは違法な殺害，

苛酷かつ生命を脅かす刑務所の状況，暴行，殺害の脅迫などのジャーナリストに対

する暴力（1 人のジャーナリストが銃撃され，殺害された），報道の自由に対する

抑圧（複数の逮捕，あるいは認可に関連する不正を表向きの理由とした 2 つのラ

https://www.state.gov/reports/2023-country-reports-on-human-rights-practices/ghana/
https://www.moj.go.jp/isa/refugee/resources/nyuukokukanri03_00020.html
https://www.moj.go.jp/isa/refugee/resources/nyuukokukanri03_00020.html
https://www.moj.go.jp/isa/refugee/resources/nyuukokukanri03_00020.html
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ジオ局の閉鎖など），政府のあらゆる部門で蔓延している汚職，女性や女児に対す

る暴力犯罪（政府の怠慢が大いに寄与している），障害児の殺害，同性同士の性行

為の違法化（ただし犯罪としての取り締まりは稀である），並びに強制的児童労働

といったものがある。 

政府は，治安部隊及び政府のその他の機関の職員の汚職や職権乱用に対処する

ために，何らかの措置を講じていた。例えば，政府の説明責任及び透明性の向上を

目指す情報開示法案（Right to Information Bill）が 2019 年 5 月に可決され，成立し

た。しかし，政府職員が法を犯しても罪に問われない状態は，引き続き問題だっ

た。 

 

エ フリーダムハウス「世界の自由 2019 年版‐ガーナ」（2019 年 2 月 4 日） 

1992 年以降、ガーナでは複数政党が競う選挙が行われ、主要な 2 政党間で平和

的な政権交代が行われていた。この国は市民的自由の維持に関して比較的確固た

る実績があるが、女性や LGBT（レズビアンやゲイ、バイセクシュアル、トランス

ジェンダー）の人達への差別が依然として続いている。司法の独立性や法の支配に

おいて若干の弱点があり、政治的な腐敗が政府の公務遂行に課題となっている。 

… 

 

オ AI「年次報告 2017 年/2018 年‐ガーナ」refworld（2018 年 2 月 22 日） 

死刑囚に対する不公正な裁判や劣悪な拘置所の環境も、同様に社会心理的な障

害のある人々への拘束に関する懸念も提出された。LGBTI の人々は差別や暴力、

警察からの嫌がらせに、引き続き直面していた。 

… 

 

3. 関連する政治組織等、政治活動／政府批判（労働運動含む）の取扱い 

(1) 政府への反対 ＜2024 年 5 月 13 日更新＞ 

ア 英国内務省「国別政策及び情報ノート ガーナ：背景情報（国内避難を含む）、

1.0 版」（2020 年 9 月） 

18. 野党 

18.1.1 フリーダムハウスは、2018 年のこの国の市民および政治の権利分析に基づ

いて、ガーナは「自由」であると評価する。以下もまた観察されている。 

… 

「選挙とその直後は平穏であったが、選挙運動期間は激しく対立した。新愛国党

（NPP）と国民民主会議（NDC）の支持者の間の衝突も、同じく選挙管理委員会

（EC）の職員への攻撃もいくつか報告された。さらに、市民社会の代表者らは、

政治家の行った警告レベルのヘイトスピーチ、同様に国家資源の不正利用につ

https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2019/ghana
https://www.refworld.org/reference/annualreport/amnesty/2018/en/120532
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/921359/Ghana_-_Background_note__including_IR_-_CPIN_-_v1.0_final_gov.uk.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/921359/Ghana_-_Background_note__including_IR_-_CPIN_-_v1.0_final_gov.uk.pdf
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いての懸念も明らかにした。…」 

 「平和集会開催の権利は憲法によって保障され、概ね尊重されている。集会や

デモに許可は必要ない」［注 134］ 

18.1.2 米国国務省の 2019 年人権報告書には以下のように記されている。 

... 

「2019 年 1 月、アクラのアヤワソ・ウェスト・ウオゴン〔Ayawaso West Wuogon〕

選挙区で行われた議会の補欠選挙が、政府治安部隊と政治的自警団の団員の暴

力によって妨害された。投票所付近や野党候補者の自宅近くで銃が発砲され、18

人が負傷した。この事件を受けて、野党候補者は選挙当日に選挙戦から撤退し、

その後、選挙管理委員会は NPP 候補者が勝利したことを公表した。大統領がこ

の事件への迅速な取り調べを求めた後、政府は暴力事件調査のためにエミール・

ショート調査委員会を設置した。委員会は、9 月に報告書をオンラインで発表し

た。政府はこの提言に同意し、その約 40％の部分に同意した。同じ９月、大統

領は『自警活動及び関連犯罪法』に署名し、政治的自警活動へ教唆または関与し

た者に 10 から 15 年の刑を定めている。」 

… 

 

イ 米国国務省「人権状況報告 2023 年－ガーナ」（2024 年 4 月 22 日） 

a 言論及び報道の自由 

憲法と法律は言論及び報道の自由について定めているが、政府はこれらの権利

をおおむね尊重していた。 

… 

b 平和的集会及び結社の自由 

憲法と法律は平和的集会と結社の自由を定めており、政府はこれらの自由をお

おむね尊重していた。 

… 

 

(2) 西トーゴランド分離独立運動 ＜2022 年 4 月 7 日更新＞ 

ア OFPRA「ガーナ：「西トーゴランド」の分離独立運動（Ghana: Les mouvements 

sécessionnistes du "Togoland occidental"）」（2021 年 10 月 14 日） 

概要 西トーゴランドは、2016 年以降、ガーナの分離独立運動により独立宣言が

繰り返されている地域である。ホームランド・スタディ・グループ財団（HSGF）

は、西トーゴランドの独立運動家らを糾合する主要な組織と見なされている。しか

し、いくつかの分離主義派組織が、この地域の独立を目指して孤立した行動をとっ

ている。HSGF のリーダーは平和的に戦うと主張し、暴力的な行動への関与を否定

しているが、その活動家らは繰り返し当局の標的となっており、恣意的な逮捕にさ

らされている。 

https://www.state.gov/reports/2023-country-reports-on-human-rights-practices/ghana/
https://www.ofpra.gouv.fr/sites/default/files/atoms/files/2110_gha_togoland_occidental_154124_web.pdf
https://www.ofpra.gouv.fr/sites/default/files/atoms/files/2110_gha_togoland_occidental_154124_web.pdf
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2.  分離独立派 

ガーナの西トーゴランドでは、少なくとも 10 年以上前から分離独立運動が存在

していた［脚注 13］。複数の情報筋によると、独立運動家は西トーゴランドの支持

者をまとめる組織、HSGF（ホームランド・スタディ・グループ財団）の下に組織

されたとのことである［脚注 14］。 

しかし、ニュースメディア「Modern Ghana」は、2 つの別々の分離独立旗の存在

を指摘しており、西トーゴランドの承認に向けて、複数のグループが別々に行動を

起こすことが示唆されている［脚注 15］。 

ホーのラジオ局のインタビューで、HSGF の代表は「西トーゴランドの独立のた

めに戦っている他のグループは HSGF の系列で、彼らは若く、独立に向けた迅速

な行動を必要としたために別れた」と述べている［脚注 16］。 

2.1. Homeland Study Group Foundation (HSGF) 

HSGF は、西トーゴランドの人々の市民権・政治権を守ることを目的とした NGO

である。ボルタ地方のホーを拠点とし、1994 年に現リーダーであるチャールズ・

コルミ・クゾルジ、通称パパビ・ホグベデトールによって創設された。2016 年以

降、西トーゴランドの支持者を集めた独立派の中心的な組織とされている。 

この団体の活動は当局によって禁止されているとされているが、運動のリーダ

ーは反論し、公式文書がない限り、その活動は合法であると主張している。TV3 ニ

ュースのインタビューで、「私は禁止されたグループに属していると非難されてい

るが、私は 88 歳で、政府によって禁止されたグループや組織を見たことがない。」

と述べている。 

2019 年 5 月 8 日、当局によるとトーゴ西部の独立宣言を準備することを目的と

した会合で、運動の指導者とされる者が逮捕された。彼らは、国歌の草案、憲法の

文章、独立記念の T シャツを所持して逮捕された。彼らはまた、民兵を結成した

とも非難されたが、リーダーのチャールズ・コルミ・クゾルジは、地域の独立のた

めの平和的闘争を主導していると主張し、繰り返し否定している。 

… 

ガーナ当局は、2021 年 7 月まで逃亡者とされた Charles Kormi Kudzordzi を含む

グループのメンバーおよびリーダーに対して法的措置を講じた。 

2020 年 9 月、同組織の支持者が当局の標的となり、2020 年 9 月 25 日と 29 日に

ヴォルタ地方で発生した襲撃事件の犯人として告発された。指導者の Charles 

Kormi Kudzordzi は暴力を非難し、HSGF の関与を否定しました。支持者の逮捕を

受け、治安部隊に協力したという。 

… 

※ 上記の訳文は、DeepL.com（無料版）による翻訳を基に修正を加えたもので

す。 
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4. ジェンダー、DV および子ども 

(1) 女性 

ア フリーダムハウス「世界の自由 2019 年版‐ガーナ」（2019 年 2 月 4 日） 

F4 法律・政策・慣行は、さまざまなセグメントの集団に対する平等な取扱いを

保証しているか？ 3 / 4 

法の下では男女同権であるにもかかわらず、女性は社会的差別を受けており、特

に農村地域では教育や雇用の機会が限られている。しかし、大学への入学者数は増

加している。… 

 

G3 人は、結婚相手や世帯規模の選択、ドメスティックバイオレンスからの保護、

見た目のコントロールなど、個人的な社会的自由を享受しているか？ 3 / 4（+1） 

ドメスティックバイオレンスやレイプは深刻な問題であり、女性器切除や割切、

若年婚や強制婚のような有害な伝統的慣習が残っている地域もある。政府はこの

10 年間、警察の中のドメスティックバイオレンスおよび被害者支援部門の拡充や、

ジェンダーに基づく暴力に特化した特別裁判所の設置など、ジェンダーに基づく

暴力と戦い続けてきたが、これらのサービスを行うには資源が不足していると報

告されている。 

 

イ AI「Shut Down for Speaking Out」（2017 年 5 月 16 日） 

人権擁護者は、文化的な視点から、支配的な社会規範や性自認（ジェンダーアイ

デンティティ）を踏み越えたことで攻撃を受けることがある。これは女性人権擁護

者やレズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダー、インターセック

ス（LGBTI）の権利擁護者のケースで、彼らは国家機関だけでなく、民間人による

虐待の被害者でもある。 

…武装集団と結びついて増大する地域的な不安定さが、政治的論争、すなわち

「国家安全保障」や、また場合によっては人権を制限するために、反テロ法のよう

な新しい法的枠組みも定められている。このような弾圧的な手段に対して声を上

げる人権擁護者は、しばしば恣意的な逮捕、脅迫及び/または恫喝にさらされてい

る。… 

※ 西アフリカに関する報告 

 

(2) FGM 

ア 米国国務省「人権状況報告 2020 年‐ガーナ（仮訳）」入管庁ウェブ（2021 年 3

月 30 日） 

女性器切除／女子割礼（FGM/C）：複数の法律が FGM/C を禁止する条項を含んで

いる。この慣行が大人の女性に施されることはめったにないものの、一部の州では

https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2019/ghana
https://www.refworld.org/docid/591ae6ac4.html
https://www.moj.go.jp/isa/refugee/resources/nyuukokukanri03_00020.html
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18 歳未満の少女にとって、依然として深刻な問題になっていた。ジェンダー・児

童・社会保護省（Ministry of Gender, Children, and Social Protection）によると、FGM/C

は普及率が 27.8 パーセントのアッパー・イースト州（Upper East Region）で著しく

高く、全国平均では 3.8 パーセントであった。2017 年から 2018 年にかけての複数

指標クラスター調査（Multiple Indicator Cluster Survey、MICS）によると、農村部の

女性が FGM/C を強いられる割合は都市部の女性と比べて 3 倍高かった（1.2 パー

セントに対して 3.6 パーセント）。FGM/C の普及を緩和する介入プログラムは、特

に北部の州で部分的に成功していた。 

 

イ 英国内務省「国別政策及び情報ノート ガーナ：背景情報（国内避難を含む）、

1.0 版」（2020 年 9 月） 

14.6 女性器切除（FGM） 

14.6.1 経済協力開発機構［OECD］の 2019 年社会制度・ジェンダー指標報告：  

 「1994 年に、ガーナは刑法を修正した第 484 号法を成立させ、女性器切除（FGM）

を終わらせることを約束した。ガーナの刑法 69A 条では女性器切除を第 2 級の

犯罪とし、有罪判決が下されると、有罪者は 3 年以上の禁固刑に処せられる。

さらにこれ以外にも、2007 年の刑事犯罪（修正）法（第 741 号法）は、FGM に

関与した者も加え、その実施の責任範囲を拡大した（女子差別撤廃条約

［CEDAW］国別報告書、2012 年）。これにより、医療従事者、親、その他の FGM

実施者や関与者も責任を問われる可能性があり、この法律は慣習法や伝統的ま

たは宗教的な法に優先する（CEDAW 国別報告書、2012 年）。全体として、ガー

ナでは FGM の件数が減少しており、他のアフリカ諸国と比較しても FGM の件

数が非常に少ない国の一つとなっている。2016 年のユニセフによるガーナの国

別プロファイルによると、ガーナの女性や少女の 93%が FGM の慣習を廃止すべ

きだと考えていることが分かった（ユニセフ、2016 年）。FGM は国家ジェンダ

ー政策において教育および啓発の優先事項として言及されているが、FGM に特

化した独立の国家行動計画や政策は存在しない。現在の法律の文言では、FGM

の被害者や生存者が補償を受けることはできず、FGM の事例における適切な追

跡、評価、監視、および執行のための規定も設けられていない。2016 年のユニ

セフによるガーナの国別プロファイルによると、ガーナの女性や少女の 93%が

FGM の実施をやめるべきだと考えている（ユニセフ、2016 年）。国のジェンダ

ー政策において、FGM は教育および啓発の優先事項として言及されているが、

FGM に特化した独立した国家行動計画や政策は存在しない。現在の法律の文言

からは、FGM の被害者や生存者は補償を受けることができず、FGM 事例におけ

る適切な追跡、評価や監視、および法の施行に関する準備ができていない。」［注

106］ 

… 

 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/921359/Ghana_-_Background_note__including_IR_-_CPIN_-_v1.0_final_gov.uk.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/921359/Ghana_-_Background_note__including_IR_-_CPIN_-_v1.0_final_gov.uk.pdf
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＜参考＞英国内務省「国別政策情報ノート：ガーナ：女性器切除（FGM）、第 1.0

版」（2016 年 12 月） ※2020 年 9 月 25 日に GOV.UK から削除 

2.3.2 米国国務省の人権報告書は、ガーナでは FGM は「深刻な問題」であるとい

う。しかしながらガーナはアフリカの中では FGM の実施率が最も低い国の一つ

である。2011 年の実施率も 2006 年の調査より低く、FGM を受けた割合は、若

い年代ほど減少する。これは、この慣習が衰退していることを示している…。 

… 

2.3.5 FGMを実施する民族グループがガーナに移住してきたという民族的な要因

が、地理的要因より重要である可能性が高く、モール・ダグボニ［Mole Dagbani］ 

民族では FGM は非常に多数行われ、グルシ族［Grusi］ではその割合ははるかに

少ないが、この 2 つの民族グループとマンデ族［Mande］を除けば、他の民族グ

ループにおける FGM の実施率はおおよそ 1～２％以下である…。 

 

ii. 未成年の子どもへの女性器切除 FGM に抵抗／反対する親 

2.3.8 FGM を実施するコミュニティ内で、未成年の子どもに FGM を施すことに

反対する親は、文化的伝統に反するということで社会的な差別を受け、または追

放される可能性がある。しかし一般的には、これは重大な危害とされる水準には

達してはいないようだ。 

 

2.5 国内移住 

2.5.1 法律では女性の移動の自由を認めており、この自由が尊重されていないこ

とを示す証拠はない。一方、警察が非公式の検問所で賄賂を求めるという報告は

あるが、このことが国内移住を不合理に、または不当に厳しくする障害となるこ

とはない（女性の移動の自由を参照）。 

2.5.2 ガーナでは、女性は雇用の権利を有し、憲法や雇用法により保護されてい

る。一方、雇用や賃金、住居に関して何らかの社会的な差別が、特に地方におい

て見られるが、一般的にはこのような差別が移転を不合理に、または不当に厳し

くすることはない（経済的機会を参照）。 

2.5.3 女性が特定の場所に居住する権利、例えば登録制度など、に制限はない。 

 

(3) 児童婚 

ア 英国内務省「国別政策及び情報ノート ガーナ：背景情報（国内避難を含む）、

1.0 版」（2020 年 9 月） 

14.5 児童婚 

14.5.1 「極度の貧困と人権に関する国連特別報告者［UNSR］」の 2018 年報告書

では次のように記されている：「重要問題として早期結婚や強制結婚、10 代の妊

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/578098/CPIN_-_Ghana_-_FGM_-_v1.0__December_2016_.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/578098/CPIN_-_Ghana_-_FGM_-_v1.0__December_2016_.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/921359/Ghana_-_Background_note__including_IR_-_CPIN_-_v1.0_final_gov.uk.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/921359/Ghana_-_Background_note__including_IR_-_CPIN_-_v1.0_final_gov.uk.pdf
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娠があげられ、女性の約 27％が 15 歳から 18 歳の間に結婚している。ガーナの

児童婚率は世界でも最も高い国の一つで、未成年で結婚した少女は学校を中退

し、その結果、貧困生活を送ることになる。」［注 102］ 

14.5.2 2020 年 2 月に発行されたガーナのユニセフのパンフレットによれば、「ガ

ーナの憲法と法律では児童婚は禁止されているが、2014 年のガーナ人口動態と

保健調査によれば、依然として 5 人に 1 人の少女（19％）が 18 歳の誕生日前に

結婚し（MICS2017/2018）、また 19％の思春期の少女が出産を始めている」。［注

103］ 

… 

 

イ AI「年次報告 2017 年/2018 年‐ガーナ」refworld（2018 年 2 月 22 日） 

子どもの権利 

5 月にジェンダー・子ども・社会保護大臣が、児童婚問題に取り組むための 2017

～2026 年戦略を発表した。地域によっては児童婚が突出して多いところがあり、

例えば北部ガーナでは 34％の少女が 18 歳になる前に結婚していた。この戦略に

は、質の高い教育および性と生殖に関する健康についての情報やサービスへのア

クセスを加速すること、並びに児童婚に関する既存の法的および政策的な枠組み

を施行することが含まれていた。 

 

5. LGBT 

(1) 法制度的な枠組み ＜2025 年 3 月 6 日更新＞ 

ア ●英国内務省「国別政策及び情報ノート ガーナ：性的指向、性自認及びジェ

ンダー表現（SOGIE）、4.0 版」（2024 年 7 月） 

概要 

一般に、レズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランス、インターセックス

（LGBTI）の人々は、その性質や繰り返しによって、あるいは措置の累積によって、

迫害又は重大な危害に相当するほど重大な、国家主体および／または非国家主体

による取扱いの対象となると言うことができる。  刑法には、男性同士の合意の

上での性交渉を犯罪化すると一般に解釈される条項がある。また、男性とトランス

女性との合意の上での性行為も犯罪となる可能性がある。同条項は 3 年以下の禁

錮刑を規定している。 

この条項に基づいて訴追されることはまれであるが、警察は、恣意的な逮捕、拘

禁及び恐喝を通じて LGBTIの人々に嫌がらせをするためにこの条項を利用してい

る。LGBTI の人々に対する警察による暴力の報告もある。 

憲法は平等と非差別を規定しているが、性的指向や性自認については具体的に

言及していない。LGBTI の人々は、基本的なサービスや雇用へのアクセスにおけ

る障壁など、性的指向や性自認に基づく差別を報告している。 

https://www.refworld.org/reference/annualreport/amnesty/2018/en/120532
https://assets.publishing.service.gov.uk/media/668d1303541aeb9e928f46fb/GHA+CPIN+Sexual+orientation+and+gender+identity+or+expression.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/media/668d1303541aeb9e928f46fb/GHA+CPIN+Sexual+orientation+and+gender+identity+or+expression.pdf
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本稿執筆時点で、国会は LGBTI の権利をさらに制限する法案を可決したが、法

案成立には大統領の承認を待っている。法案が成立した場合、LGBTI であること

は、3 年以下の禁錮刑に処せられる犯罪となる。LGBTI コミュニティに味方する

こと、メディアやソーシャルメディアで LGBTI のアイデンティティや活動を促進

することも犯罪となり、また、LGBTI グループは解散しなければならなくなる。 

国会はこの法案を全会一致で可決し、伝統的な首長、ほとんどの宗教指導者、そ

して伝えられるところでは、国民の過半数の支持を得ている。この法案自体および

政治指導者やコミュニティ指導者の発言は、同性愛嫌悪感情をあおり、近時の

LGBTI コミュニティに対する社会的暴力のレベルの上昇の引き金となった。これ

には、ソーシャルメディア上で広く共有される暴力的な攻撃も含まれる。「暴露」

された LGBTI の人々は、多くの場合に友人や家族から追放される。 

… 

 

3.1 国家による取扱い 

… 

3.1.3  The Criminal Code criminalises consensual ‘unnatural carnal knowledge’ of 

someone aged 16 or over. This is categorised as a misdemeanour and carries a sentence 

of up to 3 years’ imprisonment. The law does not explicitly refer to same-sex activity 

between men or women, but ‘unnatural carnal knowledge’ is usually interpreted as 

applying to same-sex activity between males only. There is no law that directly applies to 

same-sex sexual relationships between women (see Criminal Code). 

3.1.4 Trans persons’ rights are not acknowledged in the law; legal gender recognition is 

not available (see Other legislation). One source, a visiting professor at Harvard 

University, suggests that intercourse between a trans woman and a man might also fall 

within the scope of ‘unnatural carnal knowledge’ because under the law gender is 

determined at birth and cannot be changed (see Criminal Code). 

3.1.5 ‘Conversion therapy’ – a range of actions which try to change a person’s sexual 

orientation or gender identity – is not banned and is reportedly on the rise (see Conversion 

therapies and attitudes of medical professionals). 

… 

3.1.8 In 2021, Parliament unanimously passed a private members’ bill, the Promotion of 

Proper Human Sexual Rights and Ghanaian Family Values Bill (anti-LGBTI bill 2021), 

which at the time of writing was awaiting presidential assent to become law (see Status 

of the bill). The bill applies to lesbian, gay, bisexual, transgender, transsexual, queer, 

questioning, intersex, asexual and pansexual people as well as allies (see The bill and its 

main provisions). 

… 
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＜参考＞英国内務省「国別政策及び情報ノート ガーナ：性的指向及びジェンダー

アイデンティティや表現 3.0 版（仮訳）」入管庁ウェブ（2022 年 5 月） 

a. 国家による取扱い 

… 

2.4.3 刑法第 104 条は 16 歳を超える者との同意に基づく「自然の理に反する性行

為」を犯罪としている。この犯罪は軽罪として分類されており、3 年以下の懲役

刑が科される。16 歳を超える者との同意に基づかない「自然の理に反する性行

為」、すなわち、レイプは 5~25 年の懲役刑が科される。刑法は、同性間の性行為

について、男性間なのか、女性間なのか明示的には言及していないが、「自然の

理に反する性行為」は男性のみに適用されると解釈されている。しかしながら、

複数の情報源は刑法の言葉遣いが曖昧なため、一貫した形で解釈されることが

なく、女性やトランスジェンダー/インターセックスの人々にも適用され、用い

られる場合があることを示唆している（法的背景を参照）。 

2.4.4 トランスジェンダー又はインターセックスの人々に適用される法律条項は

ない（法的背景を参照）。 

2.4.5 「2021 年人間の適切な性的権利及びガーナ人の家族価値の促進（Promotion 

of Proper Human Sexual Rights and Ghanaian Family Values 2021）」法案が 2021 年 7

月にガーナ国会へ上程された。同法案はとりわけ、LGBTI 団体の促進及び資金

調達を犯罪とし、コンバージョン・セラピー（異性愛に転向させるための心理療

法）とインターセックスの児童に対する医療介入を推奨し、同性間結婚を禁止

し、同意に基づく同性間の性行為に対して現行法よりも長い懲役刑を科してい

る。複数の情報源は同法案がガーナで広く支持されていることを示唆している

ものの、複数の国内外の団体は同法案に対する懸念と反対の意を表明しており、

100 件を超える請願書が議会に提出されている。ナナ・アクフォ=アド（Nana 

Akufo-Addo）大統領は、一連の議会審議と公聴会を経て、議会が同法案に関する

議員の投票に向けて取り組む中、市民の討論と寛容の必要性を強調した。同法案

を法律にするか、拒否するかについての最終的な決定は、大統領に委ねられてい

る－本ノートの執筆時点では、同法案は法律になっていなかった（「人間の適切

な性的権利及びガーナ人の家族価値の促進」法案を参照）。 

… 

 

イ HRW「Ghana: Supreme Court Upholds Colonial-Era Anti-LGBT Law」（2024 年

7 月 29 日） 

ガーナの最高裁判所は、2024 年 7 月 24 日、ガーナの人権義務に反し、植民地時

代の法律を維持して成人同士の同意に基づく同性愛行為を犯罪化する判決を下し

たと、ヒューマン・ライツ・ウォッチは本日述べた、この判決は、ガーナが性的／

ジェンダー・マイノリティ（LGBT）とその仲間らへの迫害をさらに悪化させる危

険がある反 LGBT 法をめぐる激しい議論が起こっている渦中で下された。 

https://www.moj.go.jp/isa/refugee/resources/nyuukokukanri03_00058.html
https://www.moj.go.jp/isa/refugee/resources/nyuukokukanri03_00058.html
https://www.hrw.org/news/2024/07/29/ghana-supreme-court-upholds-colonial-era-anti-lgbt-law
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… 

 

ウ 国連人権理事会「Summary of Stakeholders’ submissions on Ghana」（2017 年 8

月 8 日） 

平等と無差別 

8.  JS3［joint submission3、共同提出 No.3］は、ガーナでレスビアン、ゲイ、バイ

セクシュアル、クィア/クエスショニングの人々に対する同性愛嫌悪/ホモフォビ

アが非常に蔓延していることを懸念している。トランスジェンダー、トランスセ

クシュアル、インターセックスの人々にとって、彼らが自らの性自認をほぼ完全

に隠さざるを得ないという社会的な風潮がある。加えて、人権侵害に対して声を

上げる人々が LGBTQI の人々に対して声をあげると、それもホモフォビアの標

的となる。 

9. ヒューマン・ライツ・ウォッチ HRW は、刑法第 104 条第 1 項（b）が「自然に

反する性交」（一般的に同性間の行為を意味する）を禁じており、成人間の同意

による同性間性行為が犯罪とみなされることで、LGBT の人々に対する暴力や

差別が広がる風潮を助長したという。さらに、同法が LGBT の人々に対しては、

公共医療サービスや雇用、住居、教育などへのアクセスで差別を防止しておら

ず、恐喝やゆすりを助長していると指摘した。JS10［共同提出 No.10］も同様の

懸念を示し、さらに LGBT の人々に対する組織的な暴力と差別が行われている

背後には社会的スティグマや宗教的偏見という 2つの主な原因があると評した。

人権擁護センター［HRAC］も同様の声明を発表し、彼らが直面する極端な偏見

と差別のため、男性の同性愛者が自身の立場を大声で主張することはほとんど

ない、と指摘した。 

10. JS3 の報告では、ガーナ刑法第 104 条第 6 章(1960 年)は、同性間の性的行為に

関与した、または関与したとみなされる個人を脅迫し、逮捕し、処罰するために

利用されているとの懸念があるとの指摘があった［注 23］。JS14 では、ガーナで

は他のガーナの法律に違反していないにも拘わらず、性指向に関連する行動を

根拠に個人が逮捕されることがよくあるとの懸念を表明した［注 24］。 

11. JS3 では、ガーナでは残念ながら LGBTQI の人々に対する身体的攻撃から、彼

らがほとんど保護されずにおり［注 25］、そのため政府が性的指向や性自認に基

づくヘイトクライム、ヘイトスピーチ、差別を防止するための措置、および性的

指向や性自認を動機とする犯罪を迅速に調査、起訴、処罰して、被害者が適切に

救済される措置を確実に講じるよう勧告した［注 26］。 

 

(2) 国家当局による性的マイノリティの取扱い ＜2024 年 11 月 14 日更新＞ 

ア ●英国内務省「国別政策及び情報ノート ガーナ：性的指向、性自認及びジェ

ンダー表現（SOGIE）、4.0 版」（2024 年 7 月） 

https://undocs.org/en/A/HRC/WG.6/28/GHA/3
https://assets.publishing.service.gov.uk/media/668d1303541aeb9e928f46fb/GHA+CPIN+Sexual+orientation+and+gender+identity+or+expression.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/media/668d1303541aeb9e928f46fb/GHA+CPIN+Sexual+orientation+and+gender+identity+or+expression.pdf
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3.1 国家による取扱い 

3.1.1 Actual or perceived LGBTI people are likely to face treatment by state actors that 

amounts to persecution or serious harm. 

… 

3.1.11 Government and public figures have made anti-LGBTI remarks which have 

contributed to a climate of increasing homophobia and violence (see Government and 

political leaders and Violence and discrimination – general). The speaker of Parliament 

reportedly compared LGBTI activities to a pandemic (see Government and political 

leaders). Some members of parliament reportedly called on LGBTI people not to seek 

medical services and for medical providers to refuse to treat them (see Healthcare and 

HIV/AIDS). 

3.1.12 Sources report prosecutions and convictions under the criminal code are rare. One 

source, the nongovernmental organisation Rightify Ghana, stated that 5 LGBTI people 

were charged with consensual ‘unnatural carnal knowledge’ in October 2021, but there 

were no other examples in the sources consulted. However, police reportedly use the 

provision to harass the LGBTI community, particularly, though not exclusively, gay men 

through arbitrary arrest, detention, blackmail, extortion or physical or verbal attacks, or 

to ‘out’ them. Detail on the scale, frequency and nature of police actions is limited but 

Human Rights Watch and the US State Department report more than 50 arrests of LGBTI 

people between 2021 and 2023 including cases where LGBTI victims of attacks were 

arrested instead of their assailants (see Other arrests and prosecutions and Police 

response). 

3.1.13 Sources report prison conditions for LGBTI people have included psychological 

abuse and medical examinations, threats of rape and harassment by inmates, demands for 

bribes and being ‘outed’ to inmates and family members, as well as failure to investigate 

such occurrences (see Violations by police and Prison authorities’ response to abuse 

against LGBTI people). 

… 

 

＜参考＞英国内務省「国別政策及び情報ノート ガーナ：性的指向及びジェンダー

アイデンティティや表現 3.0 版（仮訳）」入管庁ウェブ（2022 年 5 月） 

a. 国家による取扱い 

… 

2.4.6 数人の著名な政治家が反 LGBTI の見解を表明してきた。ナナ・アクフォ=

アド大統領は、自身が大統領でいる間に同性間結婚は合法化されず、また、同性

愛の非犯罪化という問題は政府の議題に載っていないと述べたと伝えられてい

る。他の政府高官及び著名人は、同性愛嫌悪の風潮の一因となり、場合によって

は LGBTI の人々に対する暴力を扇動するような反 LGBTI の発言をしてきた。

https://www.moj.go.jp/isa/refugee/resources/nyuukokukanri03_00058.html
https://www.moj.go.jp/isa/refugee/resources/nyuukokukanri03_00058.html
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しかしながら、国際的な人権 NGO であるヒューマン・ライツ・ウォッチ（Human 

Rights Watch：HRW）の報告によると、警察と人権・行政的正義委員会（Commission 

for Human Rights and Administrative Justice：CHRAJ）は LGBTI コミュニティに積

極的に「援助の手を差し伸べ」ようとしてきた（政府及び政治指導者並びに暴力

及び差別を参照）。 

2.4.7 閲覧した情報源の中には、同意に基づく同性間の性行為で LGBTI の人々が

起訴された又は有罪判決を受けたという報告は一切なかった。しかしながら、複

数の情報源は、LGBTI の人々、主にゲイの男性が恣意的に逮捕され、通常は短

期間のみ拘禁され、起訴されることなく釈放されたと記述している。これらの事

件の中には、時にはその性的指向又は性自認のために犯罪の被害者になったが、

それらの犯罪を警察に届け出た LGBTI の人々が逮捕されてしまった、又は逮捕

すると言って脅され、あるいは暴露又は強要に対する恐怖を経験した事案が含

まれている。LGBTI の被害者が虐待の事案を届け出るのを思い止まらせる要因

は、一部の警察の態度、威嚇、偏見の恐怖であると伝えられている。LGBTI の

人々は威嚇、恣意的な逮捕、暴力、脅迫及び恐喝に直面しており、そのような人

権侵害に対する法的救済措置を利用することができないと国連特別報告者は考

えているが、LGBTI の人口に関する統計はないと同特別報告者が発言している

ことに留意すべきである（逮捕、起訴及び拘禁、警察の対応並びに暴力及び差別

を参照）。 

2.4.8 反対に、その性的指向又は性自認と関係がある犯罪の被害者であった

LGBTI の人々を警察が支援したという報告が複数ある。米国国務省によると、

活動家たちは LGBTIの人々に対する警察の態度が徐々に変化しつつあるとコメ

ントしている（逮捕、起訴及び拘禁、警察の対応並びに暴力及び差別を参照）。 

2.4.9  LGBTI の人々は、医療などのサービスを利用する（HIV エイズ治療、教育

及び雇用の利用を含む）際に偏見や差別される経験をしたと伝えられている（サ

ービスの利用を参照）。 

2.4.10 政府は一般に LGBTI の人々を支援する複数の市民社会団体の活動を認め

ているが、これらの団体と関わり合いになるのを嫌がっている。しかしながら、

2021 年 5 月、性的少数派の人権を保護するためのパラリーガル（弁護士の業務

を補佐する職員）研修セミナーに参加していた 21 人が逮捕され、違法な集会を

開いていた罪で起訴された。この 21 人は 22 日間拘禁された後で保釈され、こ

の訴訟事件は裁判所で証拠不足により取り下げられた（国別背景ノート：ガーナ

及び逮捕、起訴及び拘禁を参照）。 

… 

2.4.12 国家は一貫性なく反 LGBTI 法を適用しており、複数の情報源が示唆する

ところによると、政府の諸機関が反 LGBTI の言辞を弄する一方、警察やその他

の公的機関による LGBTI の人々の取扱いにはばらつきがあり、支援してくれる

こともある。しかしながら、メディアと NGOs は、その認識された若しくは実

際の性的指向又は性自認を理由に毎年多数の LGBTI の人々（大半がゲイの男性
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とレズビアンの女性）が逮捕されていると報告している。とは言え、これらの事

案が裁判にかけられることはまれである。逮捕された人々の多くは強要され又

は賄賂を要求されてから釈放された。 

… 

 

＜参考＞英国内務省「国別政策及び情報ノート ガーナ：性的指向及びジェンダー

アイデンティティや表現 2.0 版」（2020 年 5 月） 

b. 国家の対応 

… 

2.4.7 男性間の同性愛行為を犯罪としないこと、およびすべての LGBTI の人々の

基本的な権利を守る規定を導入することに対して政府は同意しておらず、それ

は広く社会的な態度に反映されている。ただ情報源の中には、これは LGBTI の

人々に対する差別への無言の承認と支持を表していると指摘するものもある

（【法的背景】参照） 

2.4.8 ナナ・アド・ダンクワ・アクフォ=アド大統領は、自身の任期中に同性婚が

合法化されることはなく、同性愛の非犯罪化は政府の協議事項にはならない、と

述べた、という報道があった。他の政治家や著名人が反 LGBTI の立場から発言

をし、それは LGBTI の人々に対する同性愛嫌悪の風潮を助長し、暴力を扇動す

ることになる場合もあった。しかしながら政府の立場は時によって曖昧になり、

その中の一部には LGBTI の人々を支持する人たちもいる。2016 年、ある政府代

表者は国連でガーナについて、ガーナの法律は性的指向を理由に個人への迫害

を許さないと述べ、また 2018 年に当局は、人権と極度の貧困に関する国連特別

報告者に、同性カップルを禁止する法律はないと、伝えた。一方で、ヒューマン・

ライツ・ウォッチ（HRW）は、警察や人権オンブズマンの人権公正委員会

（CHRAJ）が、LGBTI コミュニティに積極的に手を差し伸べようとしていると

いう報告もある。（【政府と政治リーダーの態度】および【暴力と差別】の項参照） 

2.4.9 調査した情報源によれば、合意の上での同性間の性的行為に対して LGBTI

の人々が起訴または有罪判決を受けたという報告はない。しかし人権と極度の

貧困に関する国連特別報告者およびヒューマン・ライツ・ウォッチとアメリカ国

務省は、一部の LGBTI の人々（主にゲイ男性）が恣意的に逮捕されるケースが

あると述べている。通常は短期間拘束され、その後告訴されることなく解放され

る。これには性的指向や性自認のために犯罪の被害者となった LGBTI の人々が

警察に被害を報告した際に、逮捕または逮捕すると脅迫されたり、暴露や恐喝を

恐れるなどの事例も含まれている。国連特別報告者は、LGBTI の人々は脅し、

恣意的な逮捕、暴力、脅迫、ゆすりに耐えているが、彼らにはそのような違反行

為に対する法的救済を利用する手段が欠けていると、断定した。しかしながらこ

のような事例の頻度や対応のパターンを特定するために、その件数やどの程度

広がっているのかについての情報源からの情報はない（【逮捕、起訴、勾留】、【警

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/886465/GHANA_SOGIE_CPIN_v2.0.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/886465/GHANA_SOGIE_CPIN_v2.0.pdf
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察の行動、対応、反 LGBTI 暴力に対する反応】、【暴力と差別】を参照） 

2.4.10 一方で、警察が性的指向や性自認に関連した犯罪の被害者となった LGBTI

の人々を支援したことも報告されている。しかしながら、一部の情報源による

と、脅迫やスティグマ（社会的烙印）、一部の警察の態度は、LGBTI 被害者が虐

待事件の報告を躊躇する要因でもあるという。また、一部の LGBTI の人々は警

察による嫌がらせや恐喝を受けているものの、その具体的な内容や頻度は明ら

かではない。しかし米国国務省は 2019 年には国家による暴力の事例はなかった

と記述している（【逮捕、起訴、勾留】、【警察の行動、対応、反 LGBTI 暴力への

反応】、【暴力と差別】、【参考文献】を参照）。 

 

＜参考＞英国内務省「出身国情報及びガイダンス ガーナ：性的指向及びジェ

ンダーアイデンティティ 第 1.0 版（仮訳）」入管庁ウェブ（2016 年 2 月） 

5.1.4 複数の情報筋は、性的少数派の逮捕を報告した(が、訴追は報告しなかった)。

上記の逮捕事案には、以下などの事件があった。 

・2010 年 5 月に、ゲイコミュニティに協力する男性 4 人が、伝えられるところに

よれば、性的虐待に関連して逮捕され、ソドミーで起訴された。 

・伝えられるところによれば、警察は 2011 年に、ソドミーを行ったとして男性 3

人を逮捕した。 

・2012 年に、コンドームを所持し、男性と一緒にいたとして男性 1 人が警察に『連

行』された。 

・ノーザン州(Northern Region)の西マンプルシ(WestMamprusi)郡の郡都で小規模な

農業都市のウェールウェール(Walewale)の市警は 2012 年に、同性愛者及び他の

若者を同性愛者になるよう『勧誘した』容疑で 21 歳の男性を逮捕した。同市の

住民は、男性がコミュニティから追放されなければ男性と家族全員を殺害する

と断言していたため、警察によれば、この逮捕は被疑者自身の安全のためだとい

うことである。 

・『西アフリカのゲイ男性のブログ』によれば、警察は 2012 年 8 月に、『集団で快

楽行為を行った』として、未成年のガーナ人男性 3 人を逮捕した。男性は 2 週

間、少年院に収容された。 

・2012 年 5 月に、『予定された結婚式』を複数の『若者』に阻止された後に『違法

な慣行』を行ったとして、女性 2 人がジェームスタウン警察(James Town Police)

署に逮捕及び拘禁された。女性 2 人は血縁者の介入によってその後釈放された。 

・2015 年 2 月に、同性愛行為を行ったと告発された聖ポール男子高等学校(St Paul's 

Boys High School)の生徒 2 人が逮捕された。 

・報告によれば、2015 年 8 月に、ゲイの疑いがあることを理由に憤慨した住民が

殺すと脅したのを受けて、21 歳の学生が警察に逮捕された 

・2015 年 9 月 16 日に、グレーターアクラ州(Greater Accra Region)のガ・ウェスト

郡(Ga West)のアマサマン警察は、学校の敷地内で同性間の性行為を行った男性

https://www.moj.go.jp/isa/refugee/resources/nyuukokukanri03_00058.html
https://www.moj.go.jp/isa/refugee/resources/nyuukokukanri03_00058.html
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2 人を逮捕した。 

… 

5.2.2 USSD の 2014 の報告によれば、『警察又は政府が LGBT の人々に暴力を働

いた事案は報告されなかった』が、『LGBT の人々に対する警察の不名誉扱い、

威圧及び態度が、被害者が虐待事件を届け出なくなる要因になっている可能性

がある。』報告の続きによれば、しかしながら、全般的に見ると、『憲法及び法律

はかかる行為の実践を禁じているのに対し、信ぴょう性のある複数の報告によ

れば、警察は被疑者、収監者及び他の民間人を殴打又は他の方法で虐待した。人

権・行政司法委員会(Commission on Human Rights and Administrative Justice)によ

れば、被疑者及び他の民間人の殴打は国内各地で複数発生したが、被害者が正式

な苦情申立てを提出するのを不本意としたため、公式のルートでは概して報告

されなかった。警察は申立てを概ね否定するか、行使した武力レベルの正当性を

主張した。伝えられるところによれば、軍関係者も虐待を行った。複数の非政府

組織(NGO)、弁護団及び市民団体組織は、警察の過度な武力行使を批判した。 

5.3 嫌がらせ及び恐喝 

5.3.1 ILGHRC の 2011 年 2 月の報告は、『男性間性交渉者(MSM)の権利及び女性

間性交渉者(WSW)の権利が広く且つ定期的に侵害される刑事免責の環境』につ

いて述べた。この報告書の結論によれば、同性愛は定期的に、『たいていは警察

又は他の国家機関による又はそれと結託した』嫌がらせ及び恐喝の対象になっ

ている。報告書は、ゲイ及び両性愛者男性の密告に焦点を当てており、次のよう

に述べた。 

『密告は、他人、知り合い、雇用者、同僚、友人又は場合によっては家族-実際に

は他の個人が秘密にしておきたい情報を入手することが可能な全ての個人によ

って行われることがある。両当事者間にそれまで何の関係もなかった場合でも、

密告者又は恐喝者が被害者に接近した事案も少数ながらある。被害者について

多くを知らない他人の場合は、密告ではなく、相手から金銭、財産、性行為又は

労役を得るための恐喝という手段を使うことが多かった。』 

… 

5.3.3 USSD は、全般的に見て、警察が企図する嫌がらせ及び恐喝に複数の個人が

遭遇していると報告した上で、『信頼できる複数の報告によれば、警察は、民間

の借金取立人さながらに行動し、違法な検問所を設置し、被拘禁者に遺恨を持つ

仕事関係者から得た賄賂と引き換えに民間人を逮捕する方法で金銭をゆすり取

っている』と追記した。他の職権濫用には、被疑者の起訴の遅延、犯罪者と警察

の癒着の噂などがあり、警察の無能さに対する国民の意識は広範囲に及んでい

る。これは、警察に対する一般的な意見であり、LGBT の人々直接関係するもの

ではない。 

 

イ 米国国務省「人権状況報告 2023 年－ガーナ」（2024 年 4 月 22 日） 

https://www.state.gov/reports/2023-country-reports-on-human-rights-practices/ghana/
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恣意的な逮捕：正式の令状や告訴なく勾留者を拘禁することが、一般的に行われ

ている。レズビアンやゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダー、クィア、イ

ンターセックスなど［LGBTQI+］のコミュニティに属する人たちは、恣意的な逮

捕のリスクに直面していた。 

 

性的指向やジェンダーアイデンティティ（性自認）を理由とする暴力行為，差別，

その他の虐待 

犯罪化：法律は「不自然な性的交渉」の行為を犯罪とし、「不自然な方法で人と、

または動物と性的交渉すること」と定義している。この罪の対象は同性の男性同士

の関係および異性間の関係に関与する者のみである。合意に基づく同性間の性的

行為に対して、起訴または有罪判決を受けた成人に関する報告はなかったが、警察

はこの法律を利用して、勾留やゆすり、恣意的逮捕によって LGBTQI＋のコミュニ

ティに嫌がらせを行った。また警察や地元の指導者たちは、不正逮捕を利用して、

LGBTQI+のコミュニティ・メンバーを「暴き」、屈辱を与え、孤立させていった。 

暴力と嫌がらせ：LGBTQI+のコミュニティは、彼らに対する警察の暴力を報告し

た。市民社会組織や活動家の報告では、警察は LGBTQI＋の人々に対する攻撃や暴

力の申し立ての調査には消極的だったという。社会的烙印（スティグマ）や脅し、

そして一部の警察官による LGBTQI＋の人々への偏見が、被害者が虐待を報告す

ることを遅らせたのだ。社会的政治的な偏見があるために、LGBTQI＋コミュニテ

ィが直面する問題について、当局と関わることは非常に困難であると指摘した。立

ち退きや恐喝、公衆の面前での侮辱、地域社会からの排斥などは、よく起こること

であった。刑務所にいる LGBTQI+の人々は、嫌がらせや性的、精神的、身体的虐

待を受けやすく、当局はほとんどの場合、これらの問題を調査していなかった。 

 

ウ 米国国務省「人権状況報告 2020 年‐ガーナ（仮訳）」入管庁ウェブ（2021 年 3

月 30 日） 

性的指向や性同一性を理由とする暴力行為，差別，その他の虐待 

… 

LGBTI の人々は、警察による嫌がらせとゆすり行為にも直面していた。警察が

LGBTI の人々に対する暴行又は暴力の申立てについて熱心に捜査しないとの報告

があった。LGBTI の人々に対する警察又は政府の暴力事件についての報告はなか

った一方で、LGBTI の人々に対する警察の汚名、威嚇、及び消極的な態度は、被

害者が虐待の発生について報告するのを妨げる要因になっていた。ゲイの男性は

刑務所において、性的虐待やその他の肉体的虐待を受けることが多かった。 

… 

LGBTI 活動家は、（2020 年）6 月に、LGBTI の人 1 名がセントラル州の Kasoa で

激しく殴打されたことを報告した。警察は犯人を逮捕したが、被害者に対して起訴

https://www.moj.go.jp/isa/refugee/resources/nyuukokukanri03_00020.html
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に持ち込むための金銭を要求したため、被害者は結局起訴を取り下げた。 

LGBTI 活動家はまた、LGBTI の人への恐喝未遂が広範囲に及んでおり、それが

依然として、差別のために起訴を成立させるのが困難だったと報告した。例えば、

10 月にゲイの男性が、脅迫者に彼の家主が協力していると警察に通報した。警察

は家主に味方し、被害者に自分の携帯電話のロックを解除するよう強制して、被害

者の家族に彼を「追い出させ」、家主に金銭を支払うよう被害者の家族に強制した。 

 

エ 米国国務省「人権状況報告 2019 年‐ガーナ（仮訳）」入管庁ウェブ（2020 年 3

月 11 日） 

恣意的な逮捕：警察による恣意的な逮捕の報告が複数あった。2019 年 8 月，レズ

ビアン，ゲイ，バイセクシャル，トランスジェンダー及びインターセックス

（LGBTI）の活動家たちの報告によると，強盗を通報した若いゲイの男性が，自身

がゲイであることを口にしたため，警察がこの男性を短期間拘束したとのことで

ある（第 6 節を参照のこと）。 

… 

性的指向や性同一性を理由とする暴力行為，差別，その他の虐待 

… 

LGBTI の人々は，警察からの嫌がらせや恐喝未遂も受けていた。LGBTI の人々

に対する暴行又は暴力の申し立てについて，警察が積極的に捜査する姿勢を見せ

ないという複数の報告があった。2019 年には，LGBTI の人々に対する警察又は政

府の暴力について報告された事件はなかった一方で，社会的偏見，脅迫及び LGBTI

の人に対する警察の姿勢により，被害者が虐待の発生を報告することを妨げられ

ていた。刑務所においてゲイの男性は性的その他の虐待に遭いやすかった。 

2019 年 8 月，LGBTI の活動家らの報告によると，出会い系サイトで知り合った

人物に会いに行く途中で，強盗に遭ったゲイの若い男性に対して警察が虐待する

事案が発生した。その男性が事件を警察に通報したとき，自身がゲイであることに

男性が言及したため，警察が彼を拘束したのである。アムネスティ・インターナシ

ョナルは 2018 年，性行為を行っていたとされる 2 人の若い男性らに対して，当局

が強制的な医学的検査を実施したことを報告した。 

IGP が任命する連絡係の制服警察官などの特定の警察官に対しては，LGBTI コ

ミュニティの人々が以前よりも安心できると感じ，助けを求めることができたと

して，警察の姿勢が少しずつ変化していることを複数の活動家が報告した。活動家

らはまた，ソーシャル・メディアを通じた意識向上活動など，CHRAJ が支援する

活動が改善されたと言及した。例えば，CHRAJ は LGBTI の出会い系サイトに，市

民の権利や虐待案件の適切な通報ルートに関して広報を行った。ある有力な NGO

団体は，保守的なノーザン州において初めて，法執行機関に対する法律教育ワーク

ショップを開催した。 

… 

https://www.moj.go.jp/isa/refugee/resources/nyuukokukanri03_00020.html
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オ HRW「Ghana: Drop Charges Against LGBT Rights Defenders」（2021 年 6 月 17

日） 

警察は 5 月 20 日、16 人の女性と 5 人の男性をホテルで逮捕した。彼らは人権団

体ライティフィー・ガーナ［Rightify Ghana］が主催する法律補助職（パラリーガ

ル）研修に参加するためにこのホテルに滞在していた。警察は、この研修が同性愛

を助長していること、およびこの集まりが違法な集会であることを理由に、この逮

捕を正当化した。ヒューマン・ライツ・ウォッチは、刑法（改正）2003 法 646 章

第 201 条では、不法な集会を「違反行為を行う意志を持って 3 人以上が集まるこ

と」と定義しており、今回のケースは明らかに該当しない、との見解を述べた。 

… 

 

カ ○ARC「Ghana: State treatment of LGBTQI+ persons」（2021 年 3 月） 

 

(3) 社会における性的マイノリティの取扱い ＜2024 年 11 月 14 日更新＞ 

ア ●英国内務省「国別政策及び情報ノート ガーナ：性的指向、性自認及びジェ

ンダー表現（SOGIE）、4.0 版」（2024 年 7 月） 

3.2 社会における取扱い 

3.2.1 Actual or perceived lesbians, gay men, bisexual men and trans people are likely to 

face treatment by non-state actors that amounts to persecution or serious harm. 

… 

3.2.4 Ghana is a culturally and religiously conservative country, where most people hold 

negative views of same-sex relations (see Public opinion). Many, though not all, Christian 

and Muslim religious leaders are opposed to LGBTI rights and have garnered significant 

policy influence and perpetuated stigmatisation of same-sex relations, including in some 

cases by inciting violence towards LGBTI people (see Attitude of religious leaders and 

institutions). There are reports of traditional leaders having used anti-LGBTI rhetoric, 

punished members of the LGBTI community and honoured members of parliament who 

sponsored the anti-LGBTI bill (see Attitude of traditional leaders and Treatment by 

traditional leaders). 

3.2.5 LGBTI people face a range of discriminatory treatment from societal actors because 

they are perceived to be different. Rightify Ghana reports having recorded 2 to 3 human 

rights violations a day in October 2021 and having documented 70 cases of abuse, ranging 

from discrimination in school to violent attacks, during the period January to September 

2023, but states this is likely a small percentage of the total because of under-reporting 

(see Violence and discrimination - general). 

3.2.6 LGBTI people reportedly face discrimination in accessing services, including denial 

https://www.hrw.org/news/2021/06/17/ghana-drop-charges-against-lgbt-rights-defenders
https://asylumresearchcentre.org/wp-content/uploads/2021/03/Final-Ghana-state-treatment-of-LGBTQI-persons.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/media/668d1303541aeb9e928f46fb/GHA+CPIN+Sexual+orientation+and+gender+identity+or+expression.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/media/668d1303541aeb9e928f46fb/GHA+CPIN+Sexual+orientation+and+gender+identity+or+expression.pdf
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of educational opportunities and difficulties in accessing healthcare generally and in 

relation to HIV/AIDS specifically (see Education and Healthcare and HIV/AIDS). There 

are reports of some doctors having promoted 'conversion therapy' and reports of this 

practice are increasing (see Conversion therapies and attitudes of medical professionals). 

Employment discrimination is reportedly widespread (see Employment). Landlords 

reportedly evict LGBTI persons or impose unfair rent increases (see Housing). 

3.2.7 There are recent and increasing reports of death threats, lethal violence, mob attacks, 

blackmail and kidnapping .Several sources observe that violence has become more 

frequent and widespread since the anti-LGBTI bill 2021 was introduced to Parliament 

(see Violence, intimidation, discrimination and extortion and Violence and discrimination 

– general). Videos of attacks are posted online, which adds to victims’ shame (see Social 

media). Some LGBTI people conceal their sexual orientation and/or gender identity out 

of fear, shame and/or stigma (see The anti-LGBTI bill and Societal attitudes and 

treatment). 

3.2.8 There are reports of people known or perceived to be LGBTI being subject to threats 

by family and members of their communities and attempts at forced conversion, forced 

‘outing’, physical violence and forced marriage. They also face harassment, intimidation, 

blackmail, eviction and loss of property from family and community actors (see 

Conversion therapies and attitudes of medical professionals, Traditional and religious 

‘conversion practices’, Societal attitudes and treatment and Family treatment and societal 

norms). 

… 

 

＜参考＞英国内務省「国別政策及び情報ノート ガーナ：性的指向及びジェンダー

アイデンティティや表現 3.0 版（入管庁仮訳）」（2022 年 5 月） 

b. 社会における取扱い 

2.4.16 ガーナは文化的及び宗教的に保守的な国家であり、国民の大半は同性間関

係に関して否定的な見解を有している。複数の情報源は、LGBTI の人々に対す

る強硬な不寛容さと差別が社会にあることを示唆している。キリスト教及びイ

スラム教の指導者の多くは LGBTI の権利に反対しており、同性間関係に対して

永続的に汚名を着せることや「コンバージョン・セラピー」を提供する上で役割

を果たし、場合によっては、公然と「同性愛」を非難し、LGBTI の人々に向け

た暴力を扇動する。宗教団体による反 LGBTI の言辞は既に社会に存在している

同性愛嫌悪の感情を増幅させている。メディアは一般に、LGBTI の人々を否定

的に描写している（憲法、全般的に捉えた国家及び非国家機関による取扱い並び

に社会の姿勢及び取扱いを参照）。 

2.4.17 LGBTI の人々は、一般の人々とは異なると認識されているため、社会的主

体（社会的行為に参加する個人）から差別的取扱いを幅広く受けている。LGBTI

の人々は、日常生活の様々な局面で身体的暴力及び精神的虐待、強要及び差別の

https://www.moj.go.jp/isa/refugee/resources/nyuukokukanri03_00058.html
https://www.moj.go.jp/isa/refugee/resources/nyuukokukanri03_00058.html
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被害者となることが極めて多い。LGBTI の人々の一部は、恥ずかしさや偏見へ

の恐怖からその性的指向又は性自認を隠す場合がある。また、LGBTI であると

知られている又は認識されている LGBTIの人々が家族やコミュニティの構成員

から脅迫や暴力的な攻撃を受けているほか、強制的な性転換を迫られ、また、嫌

がらせ、威嚇、恐喝、財産喪失と強制退去、教育機会の否定、職及び教育の喪失、

医療を利用する際の困難さに直面しているという複数の報告もある。ある情報

源は、「家族価値」法案が LGBTI の人々に対する暴力及び差別事件の増加をも

たらしていることを示唆している（社会の姿勢及び取扱い、全般的に捉えた国家

及び非国家機関による取扱い、サービスの利用及び「人間の適切な性的権利及び

ガーナ人の家族価値の促進」法案を参照）。 

2.4.18 ヒューマン・ライツ・ウォッチは、LGBTI の人々、特にレズビアンとバイ

セクシャルの女性は家族から拒絶される可能性があり、家庭内暴力を受けやす

い場合は異性愛者と結婚しなければならないという圧力を経験していると報告

した。トランスジェンダーの男性も家庭内暴力及び/又は強制結婚の被害者にな

る可能性がある。LGBTI の人々は、その性的特徴が暴露された後で家族により

警察に届け出られている。その他の LGBTI の人々は身体的暴力や精神的虐待を

経験しており、群衆による暴力に関する報告も幾つかある（逮捕、起訴及び拘

禁、社会の姿勢及び取扱い及びサービスの利用を参照）。 

… 

 

＜参考＞英国内務省「出身国情報及びガイダンス ガーナ：性的指向及びジェ

ンダーアイデンティティ 第 1.0 版（仮訳）」入管庁ウェブ（2016 年 2 月） 

社会の扱い 

… 

2.3.8 LGBT の人々に対する社会的な敵意は広い範囲に見られる。ガーナは多宗

教国家であり、キリスト教が主流でイスラム教は少数派である。上記の宗教集団

の一部は同性愛を公然と非難している。LGBT の人々に対する社会的暴力の報

告はいくつかあるものの、このような暴力の程度を示す証拠はあまりない。

LGBT の人々は保健医療及び雇用や教育を受ける機会においても差別を受けて

いる。(社会の態度及び扱いを参照) 

2.3.9 ガーナには正式に登録された LGBT 組織はないが、NGO 及び人権擁護組織

は自由に活動しており、政府からほとんど制限を受けていない。LGBT の人々が

一部で支援されている報告があったが、LGBT の権利が優先事項になっていな

いと思われる組織も複数ある。(社会の態度及び扱いを参照) 

… 

2.3.11 …同性間の性行為は非合法化されているが、訴追はほとんど見られず、告

訴されることはほとんどない一方で、社会的不寛容は蔓延している。ただし、全

般的に見ると、LGBT の人々が遭遇する差別及び虐待のレベルは、迫害又は別段

https://www.moj.go.jp/isa/refugee/resources/nyuukokukanri03_00058.html
https://www.moj.go.jp/isa/refugee/resources/nyuukokukanri03_00058.html
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の非人間的又は品位を傷つける扱いのレベルに達するようなものではない。… 

 

イ HRW「Ghana: Supreme Court Upholds Colonial-Era Anti-LGBT Law」（2024 年

7 月 29 日） 

ガーナの重要人物らが法案に公然と反対した。その中には、ガーナのローマ・カ

トリック教会のピーター・タークスン枢機卿と、元国会議員で主要政党の党首であ

るサミア・ンクムアが含まれる。ンクムアは大統領に対し、反 LGBT 法案を拒否

するよう求め、その法案を「残酷で過酷で不公正な」ものだと非難した。ンクムア

の父である故クワメ・ンクムアは、アフリカとガーナの歴史において重要な人物で

ある。1950 年代から 1960 年代にかけて、彼は独立運動を率い、同国の初代大統領

兼首相を務めた。 

 

ウ 米国国務省「人権状況報告 2023 年－ガーナ」（2024 年 4 月 22 日） 

性的指向やジェンダーアイデンティティを理由とする暴力行為，差別，その他の

虐待 

… 

LGBTQI+の人々に対する民間人による攻撃は頻繁に発生し、そしてどんどん植え

ている。多くの攻撃は綿密に計画され、LGBTQI+の人々をさらに侮辱し、社会か

ら追放するためにソーシャルメディア上で共有されることもある。LGBTQI+コミ

ュニティに対する暴力を追跡している現地の市民社会団体は、年間 76 件以上の

攻撃を報告した。1 月には、襲撃者達が伝統的な祝賀行事を妨害し、この行事の

主催者に対して同性愛嫌悪を掲げて攻撃した。この事件の後も、ソーシャルメデ

ィア上での嫌がらせは被害者が国外に出るまで続いた。5 月には、ソーシャルメ

ディアを通じてある男性に接触した 3 人が、彼を襲撃し持ち物を奪った。彼らは

被害者がゲイだと信じたためと、彼らの攻撃を正当化した。LGBTQI+の人々に対

する攻撃は、3 月、6 月、7 月、8 月、10 月にも確認された。警察は 5 月の事件の

加害者を逮捕したが、検察官はこの事件の裁判手続きを何度も遅らせた。警察

は、他の事件での加害者を特定しなかった。 

嫌がらせが増加し、多くの LGBTQI+コミュニティのメンバーはやむなく自宅

から移住せざるを得なかった。家族の中には、身内の LGBTQI+の性的指向や性

自認を公に明かした者もいた。市民社会団体からは、ヘイトスピーチや嫌がらせ

の増加を受けて、LGBTQI+コミュニティのメンバーの中には永久的な国外移住を

選択した人もいた、との報告があった。 

差別：法律は、性的指向や性自認、性表現、あるいは性の特徴に基づく国家および

非国家の行為者による差別を禁じていなかった。また、法律は LGBTQI+のカップ

ルやその家族を認めるとは明示しておらず、他の人々と同等の権利を与えていな

かった。LGBTQI+の人々は、教育、雇用、金融サービス、住宅において広範な差

別に直面していた。3 年連続で、政治の高官や宗教・地域社会の指導者による反

 

https://www.hrw.org/news/2024/07/29/ghana-supreme-court-upholds-colonial-era-anti-lgbt-law
https://www.state.gov/reports/2023-country-reports-on-human-rights-practices/ghana/
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LGBTQI+的な発言が顕著に増加し、それらの発言に関するメディア報道も増加し

た。ほとんどの活動家は、議会に提出された反 LGBTQI+法案の存在がこのような

発言に拍車をかけていると考えていた。中には、LGBTQI+の人々に対して医療サ

ービスを求めないよう、そして医療提供者には治療を拒否するよう呼びかける議

員もいた。 

 

エ 米国国務省「人権状況報告 2020 年‐ガーナ（仮訳）」入管庁ウェブ（2021 年 3

月 30 日） 

レズビアン、ゲイ、バイセクシャル、トランスジェンダー、及びインターセック

ス（LGBTI）の人々は、教育と雇用に関して蔓延する差別に直面していた。アルス

トン国連特別報告者は、2018 年にガーナを訪問した後で、LGBTI の人々に対する

汚名と差別が、彼らが仕事を見つけて、コミュニティの生産的な一員になることを

困難にしていると指摘した。2018 年の調査によると、国民の約 60 パーセントが、

LGBTI の人々が異性愛の人々と平等な扱いを受けることに「強く反対である」又

は「反対である」と表明した。 

 

 

オ 米国国務省「人権状況報告 2019 年‐ガーナ（仮訳）」入管庁ウェブ（2020 年 3

月 11 日） 

性的指向や性同一性を理由とする暴力行為，差別，その他の虐待 

… 

LGBTI の人々は，教育や雇用において広範な差別に直面していた。国連特別報

告者のアルストンは，2018 年 4 月にガーナを訪問した後の同年 6 月に，LBGTI の

人々は社会的偏見や差別が原因で，仕事を見つけることも，コミュニティの生産的

な構成員になることも難しい状態にあると指摘した。2018 年に実施されたある調

査によると，LGBTI の人々が異性愛者と同等の扱いを受けるのは当然であるとい

う考えに，一般市民の約 60 パーセントが，「強く反対する」又は「反対する」と答

えたという。2019 年 9 月の時点で CHRAJ は，性的指向又は性同一性を理由とす

る差別の報告を 34 件受けていた。 

… 

 

カ AI「年次報告 2017 年/2018 年‐ガーナ」refworld（2018 年 2 月 22 日） 

レズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダーおよびインターセッ

クスの人々の権利 

合意による男性同士の同性間の性行為は依然として犯罪とされている。LGBTI

の人々は、差別、暴力、警察による嫌がらせ、さらには一般市民による恐喝にも相

変わらず直面している。2 月には、国会の議長がメディアで、憲法を改正して同性

https://www.moj.go.jp/isa/refugee/resources/nyuukokukanri03_00020.html
https://www.moj.go.jp/isa/refugee/resources/nyuukokukanri03_00020.html
https://www.refworld.org/publisher,AMNESTY,ANNUALREPORT,,5a9938f94,0.html
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愛を完全に違法とし、法律で処罰可能にすべきだと発言した。7 月には同じくメデ

ィアで、ガーナは獣姦や近親相姦の合法化につながる可能性があるかもしれない

ので、同性愛を非犯罪化しない方針であると述べた。 

 

(4) 性的マイノリティの権利活動 ＜2024 年 11 月 14 日追加＞ 

ア ●英国内務省「国別政策及び情報ノート ガーナ：性的指向、性自認及びジェ

ンダー表現（SOGIE）、4.0 版」（2024 年 7 月） 

3.1 国家による取扱い 

… 

3.1.14 The government permits the operation of a number of civil society groups that 

support LGBTI people although, in order to register, such groups cannot specify that their 

missions relate to the LGBTI community. The government is reportedly reluctant to 

engage with these organisations (see Registration and operation of civil society 

organisations). There are reports of 21 people attending a paralegal training workshop for 

the protection of human rights of sexual minorities having been arrested and detained for 

22 days in May 2021. The sources consulted do not provide further examples of direct 

harassment or arrests made against the groups (see Other arrests and prosecutions). 

… 

3.2 社会における取扱い 

… 

3.2.9 Sources report there are a number of non-governmental organisations operating in 

Ghana, providing assistance and support to LGBTI people. However, it is increasingly 

difficult for them to maintain their operations effectively because landlords refuse to rent 

meeting rooms to them, and some now meet online (see Registration and operation of 

civil society organisations and Organisations providing support to the LGBTI 

community). 

… 

 

9.1.1 Outright International, a New York-based NGO whose stated mission ‘is to ensure 

human rights for LGBTIQ everywhere through advocacy, support and research25, in its 

2022 Pride Around the World Report (Outright International Pride report covering events 

in 2021), dated 22 June 2022, based on various sources, stated: 

‘The socio-political and legal environment in Ghana has been marked by homophobia 

since the enactment of the Criminal Offences Act of 1960. Over the years, this atmosphere 

has become increasingly hostile against persons of non-conforming sexual orientations 

and gender identities or expressions. Fundamentalists’ efforts to clamp down on human 

rights have led to targeted attacks against LGBTIQ persons, activists, and organizations 

https://assets.publishing.service.gov.uk/media/668d1303541aeb9e928f46fb/GHA+CPIN+Sexual+orientation+and+gender+identity+or+expression.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/media/668d1303541aeb9e928f46fb/GHA+CPIN+Sexual+orientation+and+gender+identity+or+expression.pdf
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in Ghana. 

… 

 

11.4.6 With regard to specific cases, the HRW hardships article 2021, describing the arrest 

of 21 activists in Ho in the Volta region in May 2021 (see previous subsection), stated: 

‘The activists said that eight police officers, accompanied by three journalists, forced their 

way into the conference room, physically assaulted some participants, and confiscated 

training materials, laptops, and diaries. Several heavily armed members of the Special 

Weapons and Tactics Unit (SWAT) were waiting outside the hostel for nurses and 

midwives, where the meeting was held, to assist with the arrests. The activists were taken 

to the Ho police headquarters, then back to the hostel, where their rooms were searched 

for “evidence” that they were committing a crime. 

‘The people arrested were held in various detention sites for 22 days… 

‘A.G., a 25-year-old lesbian, described the conditions in the cell where she was held with 

four other women, as being dungeonlike, with no window or light. Activists brought them 

the only food and drinking water she and fellow inmates received …’98 

※ 脚注の詳細は、原文をご覧ください。 

 

6. 汚職、非国家主体による犯罪、国家による被害者の保護 

(1) 治安当局の汚職・犯罪 ＜2024 年 5 月 13 日更新＞ 

ア 英国内務省「出身国情報及びガイダンス ガーナ：保護主体、1.0 版」（2020 年

9 月） 

2.3.4 ガーナ海外諮問評議会［Ghana Overseas Advisory Council］によると、汚職や

贈収賄は広く蔓延しており、警察は重大犯罪の捜査および解決において成果に

乏しく、特に、地方の農村地域における地元警察の対応が問題視されている。警

察は家庭内暴力のケースに介入することはほとんどなく、深刻ではないと見な

したケースでは被害者を家族のもとに戻すこともあり、容疑者を逮捕しても起

訴には消極的で、有罪判決に至るケースはごくわずかである。完全に独立した特

殊な警察の監視機関は存在しないが、警察庁長官［Inspector General of  Police／

IGP］および警察監視局［Police Professional Standards Bureau／PPSB］は、治安部

隊の過剰な暴力に関する申し立てを調査し、また外部の警察評議会［police 

council］は警察官に対する懲戒処分を勧告する権限がある。懲戒処分は、PPSB

を経由して警視総監に送られる。PPSB は人権侵害や警察の不正行為についても

調査を行っているが、一部の不平不満は調査段階まで進んでいると報告されて

いるものの、PPSB 全体の有効性については明確ではない（【汚職と有効性】【ジ

ェンダーに基づく暴力に対する警察の対応】【監視機関と仕組み】参照）。 

… 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/921353/Ghana_-_Actors_of_protection_-_CPIN_-_v1.0_final_gov.uk.pdf
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2.3.6 汚職や虐待に対する措置が取られたにもかかわらず、情報源によると、ガー

ナ警察局（GPS）は引き続き恣意的または違法な殺人や恣意的な逮捕と勾留など、

数々の人権侵害に対する責任を負っている。しかし、参照した情報源には、これ

らの事件の件数に関する情報は含まれていない。さまざまな監視メカニズムが

存在するにもかかわらず、人権侵害を行った警察官が処罰や制裁を受けたとい

う情報は限定されている。長期にわたる恣意的な未決拘留は一般的であり、刑務

所の環境も一般的に劣悪である（【逮捕および勾留】【人権侵害】および『ガーナ

に関する国別政策・情報ノート：背景情報および国内移転』も参照）。 

 

イ 米国国務省「人権状況報告 2023 年－ガーナ」（2024 年 4 月 22 日） 

a 恣意的な生命の剥奪及び他の法に基づかない又は政治的動機による殺害 

2022 年とは対照的に、2023 年は年間を通して、政府またはその関係機関が恣意

的または不法な殺人を、超法規的殺人を含めて、行ったという報告はなかった。 

… 

 

ウ 米国国務省「人権状況報告 2020 年‐ガーナ（仮訳）」入管庁ウェブ（2021 年 3

月 30 日） 

a 恣意的な生命の剥奪及び他の法に基づかない又は政治的動機による殺害 

政府又はその職員が、恣意的もしくは不法な殺害に関与したという報告がいく

つかあった。治安部隊による殺害の捜査を担当する部局としては、ガーナ軍

（GhanaArmedForces）の特別捜査隊（Special Investigations Branch）及び警察監察局

（Police Professional Standards Bureau）等が挙げられる。 

 

(2) 対立政党間の暴力 ＜2024 年 5 月 13 日更新＞ 

ア 米国国務省「人権状況報告 2020 年‐ガーナ（仮訳）」入管庁ウェブ（2021 年 3

月 30 日） 

a 恣意的な生命の剥奪及び他の法に基づかない又は政治的動機による殺害 

… 

6 月から 8 月までの有権者登録運動期間に、複数の登録会場で与党側と野党側の

活動家らが関与する暴力的な抗議活動が発生し、2 名の死者が出た（第 3 節、最近

の選挙を参照）。 

ガーナ警察庁は、12 月 7 日の国政選挙で 5 人が銃殺及び殺害されたと報告した。

その後、6 人目が銃撃による負傷で死亡した。死亡事件のうち 2 件はテチマン・サ

ウス（Techiman South）（ボノ・イースト州、Bono East Region）で発生し、治安部

隊が関与していた。メディアと野党関係者は、選挙結果を覆すために威嚇を行った

として警察と軍を告発した。国防大臣は告発を否定し、内務大臣は死亡事件につい

https://www.state.gov/reports/2023-country-reports-on-human-rights-practices/ghana/
https://www.moj.go.jp/isa/refugee/resources/nyuukokukanri03_00020.html
https://www.moj.go.jp/isa/refugee/resources/nyuukokukanri03_00020.html
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て捜査する意向を表明した。 

 

イ 米国国務省「人権状況報告 2019 年‐ガーナ」（2020 年 3 月 11 日） 

選挙と政治参加 

最近の選挙：前回 2016 年に行われた行政府および立法府の全国選挙では、政党所

属の候補も無所属候補も、不当な制限を受けることなく自由に選挙活動を行った。

選挙運動はおおむね平和的に行われたが、いくつかの単独の暴力事件が報告され

た。国内および国際的な監視団は、この選挙には透明性があり、包括的で信頼でき

ると評価した。一方で、現職の立場を利用した不正や、選挙運動中に国営メディア

へのアクセスが平等でなかったことへの懸念も指摘したが、それにもかかわらず、

現職政党は敗北した。選挙後の暴力行為がいくつか報告され、それには勝利した新

愛国党（NPP）と関連のある自警団による政府機関の占拠なども含まれていた。 

１月、アクラのアヤワソ・ウエスト・ウオゴン〔Ayawaso West Wuogon〕選挙区

で行われた国会議員補欠選挙では、政府の治安部隊と政治的自警団と称する者た

ちとの間の暴力事件が発生し、選挙を混乱させた。投票所や野党候補の自宅付近で

銃撃が起こり、18 人が負傷した。この事件に対応して、野党候補は選挙当日に立

候補を取り下げ、選挙管理委員会（EC）はその後、与党 NPP 候補の当選を発表し

た。大統領はこの暴力事件について迅速な調査を求め、政府は暴力事件の調査を行

うためにエミール・ショート調査委員会〔Emile Short Commission of Inquiry〕を立

ち上げた。9 月、同委員会は報告書をオンラインで公開した。政府はその勧告のお

よそ 40％に、同意または部分的同意を示した。同月、大統領は「自警活動および

関連犯罪法」に署名し、この法は政治的自警活動に勧誘また関与した者に 10 年か

ら 15 年の刑を科すことを定めている。 

 

ウ 米国国務省「人権状況報告 2018 年‐ガーナ」（2019 年 3 月 13 日） 

選挙及び政治参加 

…選挙後の暴力に関する報告には、勝利した新愛国党（New Patriotic Party）に関す

る自警団による政府機関の買収も含まれていた。 

 

エ 米国国務省「人権状況報告 2016 年‐ガーナ（仮訳）」入管庁ウェブ（2017 年 3

月 3 日） 

概要 

ガーナは、強権的な大統領制及び 275 議席の一院制議院を持つ立憲民主主義国

である。2016 年の選挙に先立つ期間に、政党と無所属候補は公然と、不当な制約

も受けずにキャンペー ンを行った。単発的な暴力の例が報告されたが、キャンペ

ーンはおおむね平和的に進んだ。 12 月 7 日に実施された大統領選と議会選挙

は、平和的で透明性があり、包括的で信用できるものであると、国内外のオブザー

https://www.state.gov/reports/2019-country-reports-on-human-rights-practices/ghana/
https://www.state.gov/reports/2018-country-reports-on-human-rights-practices/ghana__trashed/
https://www.moj.go.jp/isa/refugee/resources/nyuukokukanri03_00020.html
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バーから評価された。新愛国党（New Patriotic Party: NPP） の候補者、ナナ・アク

フォ＝アド（Nana Akufo-Addo）が投票総数の 53 パーセント以上を確 保し、国民

民主会議（National Democratic Congress: NDC）の候補者で現職大統領のジョン・ 

マハマ（John Mahama）に 9 パーセント以上の差をつけて勝利した。マハマ大統

領は 12 月 9 日に選挙での敗北を認めた。NPP の候補者が議会の 169 議席を勝

ち取り、NDC が残りの 106 議席を確保した。 

 

選挙及び政治的な参加 

最近行われた選挙：2016 年の選挙に先立つ期間に、政党と無所属候補は公然と、

不当な制約も受けずにキャンペーンを行った。選挙委員会は、一般有権者登録認証

運動の実施を含めて、選挙が、自由かつ公正であると保証する措置を講じた。単発

的な暴力の例が報告されたが、キャンペーンはおおむね平和的に進んだ。例えば、

9 月に Suhum と Asunafo South で攻撃者が選挙委員会の事務所から略奪を行った。

また、NPP 及び NDC の支持者らと政党提携自警団グループとの間の武力衝突につ

いての報告があった。… 

 

(3) 国家保護へのアクセス ＜2025 年 6 月 5 日更新＞ 

ア 英国内務省「国別政策及び情報ノート ガーナ：保護の主体、2.0 版」（2025 年

3 月） 

概要 

ガーナには、基本的人権を保護し、迫害に相当する行為を含む犯罪行為を処罰す

るための憲法その他の法律がある。 

警察や司法は機能しており、一般的に利用しやすい。 

一般的に、国家は、「ならず者」を含む非国家的主体を恐れる人々に十分な保護

を提供する意思も能力もある。 

しかし、ガーナ北部のバウク〔Bawku〕に住む人々にとっては、局地的な暴力の

ため、保護にアクセスするのは難しいかもしれない。 

女性、農村部に住む人々、経済的余裕のない人々、障がいのある人々は、それぞ

れの事情に応じて、保護にアクセスする上で何らかの障壁に直面する可能性があ

る。レズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランス及びインターセックスの人び

とは、一般的に保護を受けることができない（具体的な指針と情報については、

「国別指針・情報ノート ガーナ：性的志向および性自認と表現」を参照のこと）。 

 

イ IRDC「調査回答 ガーナの警察および彼らが家庭内の問題に関与するのかど

うかについての情報」（2009 年 4 月 8 日） 

米国国務省報告： 

https://www.gov.uk/government/publications/ghana-country-policy-and-information-notes
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「警察は、警察による残虐行為、汚職、怠慢などの事件によって批判を繰り返し受

けた。不処罰も引き続き問題である。この 1 年間、容疑者の起訴が遅れることや

警察が犯罪者と共謀しているという噂、そして警察の無能さが広く認識され、自警

団による暴力の増加に拍車をかけた。さらに、警察が私的に借金取り立て人として

活動したり、違法な検問所を設置したり、また不満を抱いている被拘禁者のビジネ

ス仲間にから賄賂を受け取る代わりに市民を逮捕するなど、金銭をゆすり取って

いたという信頼できる報告もあった。（米国国務省（2009 年 2 月 25 日）ガーナ‐

人権状況に関する国別報告書） 

 

ウ RRTA「カントリーアドバイス‐ガーナ［GHA37370］：Bawku – Mamprusis – 

Kusasis –  Communal violence –  Christians –  State protection –  Internal 

relocation」（2010 年 9 月 16 日）米国司法省ウェブ 

ガーナのその他地域における国家保護 

より一般的には、アクラやクマシ、その他の主要都市を含むガーナ全域では、国

家による保護の利用可能性はより良好である。英国内務省は、2009 年の運用ガイ

ダンスノートの中で、「民族集団／部族のメンバーが、敵対する民族集団や部族の

手による不利益な取扱いを受けても、国家当局から適切な保護を求め、受けること

ができないという証拠はない」と論じていた。これには、マンプルシ族とクサシ族

の間の紛争から逃れてきた人々も含まれている。また、民族間の衝突は通常、「国

家当局によって短期間で収束するか、または、すぐに鎮圧される」ものであるとも

論じている。しかし、バウク〔Bawku〕での暴力が数年前から散発的に続いている

ことを考慮すると、この後者の論述には議論の余地がある。英国内務省は、部族間

の暴力から国家の保護を受けられないという主張は根拠がなく、「そのような主張

は、1951 年（難民）条約に基づく英国の義務とは関係ない。」と結論付けた。2001 

年に発表された DFAT の報告書は、ガーナでは国家の保護が十分であるという内

務省の見解に同調し、過去 20 年間にガーナに重大な混乱はなかったと述べてい

る。 

しかしながら、ガーナ全域で国家保護を受けることができるかどうかは、しばし

ば当局の「法執行への意思と能力」に左右される。米国国務省（USDOS）は 2010

年の報告書の中で、殺人などの犯罪を予防や解決のための警察サービスを全国的

に提供するには、「首都以外の地域に事務所用設備や警察車両、装備が不足してい

ることなど、「重大な障壁がある」と述べている。統合地域情報ネットワーク（IRIN）

の 2008 年 6 月の記事では、アクラでは警察のレベルの低さが原因で自警団が台頭

していると報じられている。しかし、欧州委員会が、「裁判の自動化や裁判所の増

設、裁判のペースの迅速化を意図した義務的な週末裁判」など、警察と司法の改革

のために資金を提供しているとも報じている。 

複数の場面において、警察は部族問題の結果として犯された犯罪に対して、対処

する意思がないか、またはその能力もなかった。米国国務省は次の通り報告した。 

ブロンアハフォ州のゴアソ〔Goaso〕伝統地区の大首長は、自分の前にひざま

https://www.justice.gov/sites/default/files/eoir/legacy/2014/09/25/Bawku-Mamprusis.pdf
https://www.justice.gov/sites/default/files/eoir/legacy/2014/09/25/Bawku-Mamprusis.pdf
https://www.justice.gov/sites/default/files/eoir/legacy/2014/09/25/Bawku-Mamprusis.pdf
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ずかないことを理由に 28 歳の女性を杖で殴るように部下らに命じた。被害者が

警察に通報したところ、警察は告訴の受理を拒否し、被害者とその母親を罪状な

しに逮捕した。彼女らはその後釈放された。 

2010 年 3 月のマイ・ジョイ・オンライン〔My Joy Online〕の記事は、部族長の

誘拐と殴打事件の責任者を逮捕についての当局の不作為を述べている。2009 年 7

月の部族対立の際、現場に呼ばれた 18 人の警察官は暴動を防ぐことができなかっ

たと伝えられている。 

前述の英国内務省の運用ガイダンスノートによると、警察サービスは、残虐行為

や汚職、過失の事件の後に批判を受けたが、一般市民は、警察情報及び専門的水準

部門（PIPS）に苦情を申し立てることができた。人権侵害の申し立てる者は、人権

行政司法委員会（CHRAJ）を通じて救済を求めることができた。 

 

エ RRTA「RRT 調査回答［GHA35095］」（2009 年 7 月 30 日）米国司法省ウェブ 

エコノミスト誌は、ガーナ北部でのアンダニ氏族〔Andani〕とアブドゥ氏族

〔Abudu〕の間で「緊張の最近の燃え上がり」について報告している。 

最近の緊張の燃え上がりは、現在 NDC が支配するノーザン州安全保障会議

（Regsec）が、両氏族にとって神聖な場所である王室の霊廟の修復をアンダニ氏

族の上級メンバーに許可した後に起こった。アブドゥ氏族は、2002 年の出来事

で生じた緊張の後から空席のままになっているダグボン族〔Dagbon〕の次の王

を選択するために、アンダニ氏族の NDC 政府による暗黙の支持としてこの動き

を認識した。アブドゥ氏族は、州安全保障相のスティーブン・スマニ・ナイナ

〔Stephen Sumani Nayina〕を不公平であると非難し、彼の退職を要求した。ナイ

ナ氏は、霊廟の劣化について今措置が講じられないと永遠に失うことになりう

るので、それを食い止める緊急措置が必要なために、この修復がアンダニ氏族に

よってはじめられたと説明して回答した。ナイナ氏は、Regsec は高位首長委員

会によって現在実施されている和平プロセスに取り組んでいるが、暴力に訴え

る部族は断固として対処されるだろうと警告した。（「ガーナ政治：ダグボン地域

の緊張が再燃」、Economist Intelligence Unit – ViewsWire、2009 年 6 月 9 日、別添

3） 

… 

 

オ RRTA「RRT 調査回答［GHA34619］：ガーナ‐コンコンバ／ナヌンバ紛争‐ダ

グボン首長対立」（2009 年 3 月 26 日）米国司法省ウェブ 

2000 年に出版された『和解・正義・共存：理論と実践』という書籍の第 9 章に

は、1994 年のホロホロチョウ紛争とその後の 1995 年の紛争について、以下のよう

に書かれている。 

… 

https://www.justice.gov/sites/default/files/eoir/legacy/2014/09/25/Dagbon%20chieftaincy%20dispute.pdf
https://www.justice.gov/sites/default/files/eoir/legacy/2014/09/25/Konkomba-Nanumba%20conflict.pdf
https://www.justice.gov/sites/default/files/eoir/legacy/2014/09/25/Konkomba-Nanumba%20conflict.pdf
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…1994 年 2 月に紛争が勃発して間もなく、中央政府は紛争を鎮めるために軍

を派遣した。この介入は戦闘を止めるのに有効であったが、兵士が紛争に巻き込

まれ、一部の地域にさらなる不満を募らせた場合もあった。 

…1994 年の紛争後、病院や役所などの公共の場に行くためにナンムンバ

〔Nanumba〕の町を通らなければならないコンコンバ族〔Konkomba〕が嫌がら

せを受け、ナンムンバに待ち伏せされて殺される者も出てきた。これが先の紛争

による引き起こされた敵意と怒りを爆発させ、コンコンバ族が攻撃し、18 人の

ナヌンバ族を殺害した。ナヌンバ族はこれに対する報復としてコンコンバの町

を攻撃して町を破壊し、その町の長と何人ものコンコンバ族を殺害した。紛争は

すぐに周辺のいくつもの町や村に広がった。政府軍が介入して阻止するまでに、

約 150 人が殺害され、14 の村々が焼かれ、1 万 8000 頭以上の家畜が略奪され、

約 2 万 1000 人が避難生活を余儀なくされた。1994 年の紛争では、再建に向けて

動き出したばかりの被害者が、再び被害者となった。コンコンバ族とナヌンバ族

の小競り合いが激化し、緊張感が高まっていたため、1995 年 3 月に戦争が勃発

することは予想できたという人も多い。しかし、これらの問題の調査に責任を有

する機関は、危機が迫っているという警告に耳を貸さなかったと言われている。

… 

 

カ IRBC「IRBC クエリー回答［GHA101614.E］」（2006 年 10 月 2 日） 

「アクラ・デイリー・メール」の記事には、「ガーナの汚職は非常に深刻で、公

的部門に制度的に組み込まれているのではないかと思われるほどである」、また

「警察官や刑務所職員の大多数が、最も多く賄賂を受け取る者としてランク付け

されている」と書かれている（2005 年 6 月 2 日）。同様に、フランス通信社（AFP）

は、他の数か国の中でも、ガーナの警察官が「特に腐敗している」ことが分かった

と報じている（2004 年 12 月 9 日；アメリカ政府報告書（2006 年 3 月 8 日）も参

照）。トランスペアレンシー・インターナショナルの現地支部であるガーナ統合計

画（Ghana Integrity Initiative, GII）が実施した調査（GII、日付不詳.）では、回答者

の 76.8%が警察はガーナで腐敗している機関中のトップ 10 のひとつとみなしてい

ると答えている（2005 年 7 月、7 ページ）。 

… 

ガーナ警察のウェブサイトによると、特別警察部隊〔Special Police Command〕

（SPC）は、警察サービスに対する市民の信頼を高め、説明責任を確保し、効率性

を向上させることを目的として設立された（ガーナ、日付不詳）。SPC は、警察官

に対する市民からの苦情に対応する内部監査機関である（同上）。SPC の主な任務

のひとつは、「警察官の中にはびこる賄賂や汚職の風潮を抑制し、それに関連する

申し立てを調査すること」、および「留置中の被疑者に保釈を認める前に、警察官

が金銭やその他の報酬を受け取ったという苦情について調査すること」を掲げて

いる（同上）。 

… 

https://www.refworld.org/docid/45f147382f.html
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ガーナ政府は、人権に対する義務を確実に遵守するように、1992 年に人権行政

司法委員会（CHRAJ）を設立した。これには公務員による汚職や公的資金の業務

上横領に関する疑惑の調査も含まれる（ガーナ、日付不詳；ガーナ編年史第 4 巻 

2006年1月4日）。しかし、ガーナ民主主義発展センター〔Ghana Center for Democratic 

Development〕（CDD-Ghana）は、ガーナの反汚職対策に関するブリーフィングペー

パーの中で、CHRAJ は 2005 年の予算削減の結果、反汚職の任務を果たすことが

できなかったと指摘している（2005 年 5 月 1 日、2 ページ）。 

 

【参考】イタリア最高裁判所 判決［Ordinanza 2294/2012］refworld（2012 年

2 月 16 日） 

…裁判所はこのような状況において、ガーナの警察が彼を保護したであろうと

いう推定は根拠がないと判断した。それは家族間の復讐は、宗教的な儀式と同じ

で、部族の掟であり、ガーナの警察が IC に対し保護の手を差し伸べることができ

たかどうかは確実ではない。 

 

(4) 国内避難選択の可能性 ＜2025 年 3 月 6 日更新＞ 

ア 英国内務省「国別政策及び情報ノート ガーナ：国内避難、1.0 版」（2024 年 12

月） 

概要 

ガーナは、民族的に多様な国で、政治的にも社会的にも安定している。面積はイ

ギリスとほぼ同じで、人口は 3,200 万人以上と推定されている。移動の自由は一般

的に可能であるが、劣悪な道路インフラや犯罪によって妨げられることもある。 

ならず者国家および／または非国家主体による迫害や重大な危害から逃れるた

めに、人は国内移住できると言うことができる。なぜならば、一般的に、アクラや

クマシなどの大都市を含むがこれらに限定されないガーナ国内の地域には、その

者が移転することを期待することが合理的であろう地域があるからである。これ

は、脅威の性質とその者の状況によるであろう。 

単身女性、高齢者及び障がい者にとっては、支援ネットワークを利用できない限

り、移住はより困難かもしれない。 

… 

 

＜参考＞英国内務省「国別政策及び情報ノート ガーナ：背景情報（国内避難を含

む）、1.0 版」（2020 年 9 月） 

2.3.2 ガーナは、公営企業と民間企業が混在し、この地域の他国と比較して貿易や

投資に対する政策的障壁が相対的に少ない、オープンな市場経済の国で、世界銀

行はガーナを中所得国と評価している。経済はサービス業（その大部分がインフ

ォ―マルセクター）に支配されており、約 5 分の 1 が農業分野、残りが工業分

https://www.refworld.org/cases,ITA_CC,51a74b1b4.html
https://www.gov.uk/government/publications/ghana-country-policy-and-information-notes/country-policy-and-information-note-internal-relocation-ghana-december-2024-accessible
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/921359/Ghana_-_Background_note__including_IR_-_CPIN_-_v1.0_final_gov.uk.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/921359/Ghana_-_Background_note__including_IR_-_CPIN_-_v1.0_final_gov.uk.pdf
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野で働いている。金、石油、カカオの輸出および個人の送金が、主要な外貨収入

源である。労働者の約 50％は農業、林業、漁業の分野に従事している。近年、

ガーナ経済は安定した成長を見せてきたが、2020 年にはおそらく新型コロナウ

イルスの影響で、成長が鈍化するか、あるいは縮小するだろう。ガーナは過去 10

年間で経済的に着実な進展を遂げ、2015 年には国連が定めたミレニアム開発目

標を達成した。それでもなお多くの人々が貧困状態にあり、基本的なサービスへ

のアクセスが不足しているため、5 人に 1 人が貧困状態、8 人に 1 人が極度の貧

困状態にあり、そして 10 人に 1 人の子どもが極度の貧困の中で生活している

（【社会経済状況】【雇用】【食料安全保障】【保健・医療、水、衛生】参照）。 

2.3.3 失業者の 5 人に 2 人以上がアシャンティ州とグレーターアクラ州に住んで

いる。アクラでは住宅および水や衛生のような基本的なサービスへのアクセス

が不足している。多くの労働者、特に女性は非正規部門で低賃金の仕事に従事し

ている。女性は農業労働力の約 50％を占めているが、労働法や最低賃金法によ

って守られてはおらず、非正規部門で最低限の生活賃金のために労働する重荷

を背負っている。雇用における差別は、女性や障碍者、HIV 陽性者、そしてレズ

ビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダー及びインターセックスの

人々に対して継続して存在している。 

2.3.4 すべての幼稚園から中学校までの子どもは公的教育を受けられ、義務とさ

れている。これは西アフリカの中でもっとも進んだ教育制度の一つとみなされ

ている。この幼稚園から小学校、中学校の 11 年間の授業料は無料で、さらにそ

の後に 3 年間続く高等学校教育は 2017 年に無償になった。ユニセフ UNICEF は

中学校レベルでの男子と女子の就学率の格差が縮小し、著しく進展しているこ

とを報告した（【教育】を参照）。 

2.3.5 医療サービスは、公共と民間の両方のサービスを利用できる。病院と診療所

は、政府や民間、キリスト教系福祉施設により、全国で運営されている。病院と

診療所は農村部では過度の負担を背負わされ、高い専門医療のスタッフのほと

んどは南部に集中している。特に脆弱性のある人たち、例えば障碍のある人やホ

ームレスのような人々への専門的なサービスが不足している。医療施設やその

従事者の数と質は向上しているものの、急速な人口増加がこれらのサービスに

重圧となっている（【医療・健康、水と衛生】参照）。 

2.3.6 政府は、家庭内暴力および被害者支援のために警察の部署を拡大し、またジ

ェンダーに基づく暴力に対して特別裁判所を創設した。しかし、女性は今も変わ

らず差別に直面しており、家庭内暴力やレイプは引き続き問題となっている。早

婚や強制結婚、女性器切除（FGM）などの有害な伝統的慣習も続いており、一

部の地域では 18 歳未満の少女にとって深刻な問題である。アッパー・イースト

地域（41.1%）およびアッパーウエスト地域（27.8%）では、FGM の普及率が最

も高く、それ以外のすべての地域では 5%未満である。ガーナの女性や子どもた

ちは、現在もなお性的搾取の対象であり、強制労働や性的搾取を目的とした人身

売買に巻き込まれている（【児童労働と人身売買、子どもの性的搾取、女性器切

除と女性】：概要、FGM およびその他の有害な伝統的慣習、レイプ、家庭内暴力
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および性的暴行を参照）。  

2.3.7 国内移動に法的な制約はない。しかし、警察が違法な検問所を設けて、旅行

者に賄賂を要求することもある。首都や観光地以外の地域では、道路網が整備さ

れておらず、また盗賊行為もあり、移動は難しい（【移動の自由と治安および犯

罪状況】、および【ガーナに関する国の政策と情報ノート：保護主体】を参照） 

 

7. 兵役、強制徴集（非国家主体の） 

8. 司法制度・刑事手続 

ア 英国内務省「出身国情報及びガイダンス ガーナ：保護主体、1.0 版」（2020 年

9 月） 

2.3.7 ガーナは刑事訴訟法に基づいた機能的な司法制度を制定し、政府の影響か

らはほぼ独立して運営されている。法の適正な手続きや被告人の権利は概ね守

られている。認められた 48 時間以上を超えて起訴なしで拘禁されるケースがあ

り、中には無制限に拘禁されるケースも数例ある。さらに、多くの人々は弁護士

を依頼する余裕がなく、国連特別報告者は刑事司法制度がリソース不足であり、

法的手続きや訴訟には実際に裕福な人しかアクセスできないとみなしている。

裁定を求める苦情受け付け部署は司法省内にあるが、賄賂や汚職が依然として

問題となっている（【裁判手続き、司法の独立と有効性】、【法律扶助】、【弁護士

と補助者および救済手段】） 

2.3.8 国は、迫害や重大な危害となる行為を捜査し、起訴し、処罰するための効果

的な法制度を確立し、運用するために合理的な措置を講じており、人々はその制

度にアクセスしている。これには、刑法および司法手続きに関する法律の制定、

ならびに機能的な法執行機関や司法機関の運営が含まれる。 

 

9. 警察・治安部隊（刑務所等の状況含む） 

(1) 刑務所の状況 

ア フリーダムハウス「世界の自由 2019 年版‐ガーナ」（2019 年 2 月 4 日） 

ガーナの刑務所は定員超過で、収容の状態はしばしば命の危険を伴うが、刑務所

当局はここ数年、過密状態の緩和や受刑者の処遇改善に取り組んでいる。… 

 

10. 報道の自由 

ア 英国内務省「国別政策及び情報ノート ガーナ：背景情報（国内避難を含む）、

1.0 版」（2020 年 9 月） 

16.1.1 フリーダムハウスが「世界の自由 2019 年」で次のように述べた： 

ガーナでは「報道の自由は憲法で保障されており、実際におおむね尊重されて

いる。ガーナのメディア環境は多様で活気があり、国営および民間の運営するテ

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/921353/Ghana_-_Actors_of_protection_-_CPIN_-_v1.0_final_gov.uk.pdf
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2019/ghana
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/921359/Ghana_-_Background_note__including_IR_-_CPIN_-_v1.0_final_gov.uk.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/921359/Ghana_-_Background_note__including_IR_-_CPIN_-_v1.0_final_gov.uk.pdf
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レビ・ラジオ局、さらには多くの独立系新聞や雑誌が存在している。オンライン

のニュースメディアも政府の制限を受けることなく運営されている」。 

「政府機関は、記者に対する嫌がらせや逮捕によって、報道の自由を制限する

時もたまにあり、特に政治的に敏感な問題を報道する記者が標的になる。2018

年 2 月、A1 ラジオ局の司会者であるクリストファー・ケビン・アシマ氏が、ア

ッパー・イースト州の首都ボルガタンガで火事の取材をしていた際に、警察官 3

人に暴行を受けたと伝えられている。州の警察署長およびその副署長はこの事

件について謝罪し、関係した警官には処分が下されると約束した。3 月には、

JoyNews および JoyFM の記者ラティフ・イドリス氏が、アクラの捜査本部に駐

在していた警官によって襲撃されたとの報告があった。イドリス氏によれば、こ

の暴行は、反大統領を予告した野党 NDC の幹部の逮捕について問い合わせたこ

とがきっかけになったという。この事件の容疑は後に取り下げられた。 

6 月には、西アフリカ・メディア財団（Media Foundation for West Africa）が声

明を発表し、前月に発生したジャーナリスト二人と市民社会活動家一人が、彼ら

の活動に対して脅迫を受けた事件について懸念を表明した」 

16.1.2 2019 年の米国国務省人権報告書には次のように記載されている。 

「憲法および法律は、報道の自由を含む表現の自由を定めており、政府は概ね

この権利を尊重していた。独立系のメディアは活動的で、制限を受けることなく

多様な意見を表明していた」。 

16.1.3 これとは反対に、同じ報告書には次の記事もある。 

「2018 年 1 月から 2019 年 5 月にかけて、ジャーナリストへの攻撃が少なくと

も 11 件発生した。2018 年の 3 月のケースは、警察がある政党役員の逮捕につい

て報道するために刑事捜査部本部を訪ねた記者に暴行を働いた。この記者は頭

蓋骨の骨折を負わされた。1 年後の 3 月、この記者が所属するマルチメディアグ

ループ社（Multimedhia Group Limited）は、警察庁長官と司法長官に対して、暴

行による損傷への 1 千万ガーナ・セディ（190 万ドル）の賠償を求めて訴訟を起

こした。市民社会組織と法執行機関は、メディアと警察の一触即発状態の関係に

対応し、両者の関係改善の枠組み作りに取り組んだ。 

「1 月には銃を持った正体不明の男が、潜入取材で有名なジャーナリスト、ア

ーメド・フセイン＝スアラを射殺した。その後の 2018 年の報告では、2018 年に

ある国会議員が公の場でフセイン=スアラを批判し、彼に対する暴力を煽ったと

いう。フセイン=スアレのチームは、同国のサッカーリーグにおける汚職に関す

る映画を制作しており、汚職関係者には役員や審判、コーチも含まれていた。警

察はその議員に事情を聴いた。報道では、数名を逮捕し、その後彼らを保釈した

という。捜査は年末になっても続いた。 

別の報道ジャーナリストは、彼の制作したドキュメンタリーの公開後に殺害

するという脅迫を受けた。そのドキュメンタリーは、行政側が、民間の警備会社

の土地の使用を承認しておらず、またドキュメンタリーに登場する団体は民兵

ではなく職業斡旋エージェントである、と主張していたにもかかわらず政府所
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有地で訓練を行っている親政府派軍の存在を暴いたものである。 

… 

 

イ 米国国務省「人権状況報告 2016 年‐ガーナ（仮訳）」入管庁ウェブ（2017 年 3

月 3 日） 

a 言論及び報道の自由 

憲法及び法律は言論及び報道の自由を定めているが、政府はこれらの権利をお

おむね尊重していた。 

暴力と嫌がらせ：政府当局と治安当局者は、国内各地でジャーナリストに暴行と嫌

がらせをする場合があった。ある例では、最高裁判所が係属中の事件の裁判官に対

する脅威であると主張した発言に関して、同裁判所がラジオ番組の司会者と番組

に出演した 2 人のパネリストに罰金を科し、禁固 4 ヶ月を宣告した。裁判所命令

によってラジオ局にも罰金が科され、局側はそのようなコメントが将来的に放送

されるのを防止する措置を講じると強く断言した。大統領の執行延期令により、収

監されたラジオ司会者とパネリストは 1 ヶ月後に釈放された。 

セントラル州（Central Region）Gomoa Ojobi で警察官が地元のテレビ・ラジオ局

のレポーターに暴行し、勾留したとの疑惑を、地元メディアは広く報道した。別の

例では、メディアは、バス運転手に賄賂を要求している警察官の写真を撮ったジャ

ーナリストが逮捕されたと告発する話を報道した。 

 

11. 宗教の自由 

 

12. 国籍、民族および人種 

(1) 民族 

ア 外務省海外安全ホームページ「ガーナの危険情報【一部地域の危険レベル引き

上げ】」（2020 年 2 月 25 日） 

【詳細】 

１ 概況 

… 

（２）ノーザン州とその周辺の州では，首長権を巡る対立や部族間・政党支持者間

の対立による銃器を使用した衝突で死傷者が発生しており，一部の地域では夜

間外出禁止令が発出されています。加えて，物価高などの経済状況が国民生活を

圧迫し，国民の不満が高まっているとみられることから，些細な事件をきっかけ

に大きな衝突・混乱が発生する可能性があります。 

… 

２ 地域情勢 

https://www.moj.go.jp/isa/refugee/resources/nyuukokukanri03_00020.html
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pchazardspecificinfo_2020T032.html#ad-image-0
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pchazardspecificinfo_2020T032.html#ad-image-0
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… 

２）上記を除くその他地域 

 レベル１：十分注意してください。（継続） 

ノーザン州，アッパー・イースト州，ノース・イースト州，サバンナ州，ボノ州

及びオティ州では，首長権をめぐる対立や部族間・政党支持者間の対立による銃器

を使用した衝突で死傷者が発生しており，一部の地域では夜間外出禁止令が発出

されています。加えて，物価高などの経済状況が国民生活を圧迫し，国民の不満が

高まっているとみられることから，些細な事件をきっかけに大きな衝突・混乱が発

生する可能性があります。 

… 

【夜間外出禁止令地域】 

ビンビラ，パティンガ及びサボバ（ノーザン州），ボルガタンガ（アッパー・イ

ースト州），ブンクプルグ及びチュレポニ（ノース・イースト州），ボレ（サバンナ

州），ジャマンサウス（ボノ州）アラヴァニョ及びンコニャ（オティ州） 

 

イ MRGI「マイノリティ世界要覧‐概要‐2015 年 ガーナ‐コンコンバ族」（2015

年 6 月 15 日）米国司法省 

プロフィール 

ガーナ北部には約 50 万人のコンコンバ族〔Konkomba〕（Ethnologue，2003）が住

んでおり、その多くはイスラム教徒である。彼らは大首長を持たずに宗教的指導者

を持ち、政治権と土地の権利が限定的である。 

歴史的な背景 

ガーナでは、コンコンバ族〔Konkomba〕は大首長制（Nas）を持たないことによ

り周縁化されてきた。しかし、ダゴンバ族〔Dagomba〕、ゴンジャ族〔Gonja〕、ナ

ヌンバ〔Nanumba〕は独自の長い伝統のある首長制を持ちり、コンコンバ族とコン

コンバ族が耕作する土地に対する宗主権を主張している。土地と政治的代表権の

問題に関する根本的な不一致は、コンコンバ族とナヌンバ族、その同盟民族である

ダゴンバ族の間の血なまぐさい衝突につながっている。 

ゴンジャ族はナヌンバ族とダゴンバ族を支持している一方で、バサリ族

〔Basari〕、ナウリ族〔Nawuri〕、ンチュムル族〔Nchumuru〕などの似たような分散

型構造を持つ近隣の民族集団はコンコンバ族の味方をしている。マヌンバ族、ダゴ

ンバ族、ゴンジャ族は、コンコンバ族を自分たちの臣民である、つまり自分たちの

土地に定住し、何世紀にもわたって花嫁や無償労働、作物、家畜などの貢物を献じ

てきたよそ者であると主張している。コンコンバ族は、ダゴンバ族とその同盟民族

らが先祖代々のコンコンバ族の土地を占有してきたことのみを理由に、自分たち

が「臣民」とみなされたと述べている。コンコンバ族はガーナ北東部とトーゴ北西

部の先住民であると主張しているが、これは歴史家や人類学者によって支持され

ている。ダゴンバ王国史によると、ヤ・ナ（ダゴンバ族伝統会議の議長）の居城で

https://www.justice.gov/eoir/page/file/1026991/download
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あるイェンディ〔Yendi〕は、ダゴンバ王家が奪取した時にはコンコンバ族の町で

あったとされている。コンコンバ族の祖先をたどると、コンコンバ族は必ず地面の

穴から来たと言うが、ナヌンバ族、ダゴンバ族およびゴンジャ族は、現在のブルキ

ナファソ北部から南に向かって侵略してきた騎馬隊を率いた集団の中に祖先がい

ることがわかる。 

大首長がいないということは、コンコンバ族の政治力と土地の権利が限られて

いることを意味する。ノーザン州首長議院〔Northern Region House of Chiefs〕は、

開発や政府公金の分配において重要な意思決定を行う主要な政治機関であるが、

彼らは代議員を持たない。国の機関は首長から採用し、ノーザン政府の構成員はナ

ヌンバ族、ダゴンバ族、マンプルシ族の出身者である。しかしながら、コンコンバ

族は、自分たちが首長の肩書きを持つことから不当に排除されていると感じてお

り、今では自分たちの首長権を求めている。彼らは、1992 年に支援した国民民主

会議（NDC）が彼らの要求に好意的に応えなかったことに憤りを感じていた。1990

年代半ばになると、コンコンバ族、ナヌンバ族、ダゴンバ族の間で激しい衝突が起

こり、犠牲者の数が激増した。ホロホロチョウの価格をめぐる市場での争いが、

1994 年から 1995 年にかけてビンビラ〔Bimbilla〕の町を中心に激しい暴力へと激

化していった。推定で 2,000 人の命が奪われ、20 万人が避難し、400 以上の村が破

壊された。 

 

(2) 北部の諸民族 ＜2024 年 7 月 11 日更新＞ 

ア RRTA「カントリーアドバイス‐ガーナ［GHA37075］：Yarigungu – Bawku 

District – Kusasi people – Kusasi chieftaincy – Hausa language – KusasiMamprusi 

conflict – Tamale – Dagomba people」（2010 年 8 月 24 日）＜ecoi.net 収録＞ 

7. ダゴンバ族〔Dagomba〕はクサシ族〔Kusasi〕の一派か？ 

ダゴンバ族とクサシ族は、いずれもモール・ダグボン族系に属する。この族系

は、ガーナで 2 番目に大きく、「その多くが北部 3 州におり、おおまかな関連を有

す（10 の）下位民族集団」で構成される。（北部 3 州とは、）ノーザン州、アッパ

ー・イースト州およびアッパーウエスト州である。ダゴンバ族とクサシ族に類似性

は見られるが、ダゴンバ族の方がマンプルシ族〔Mamprusi〕とより緊密に関連し

ていると（複数の）情報源が指摘している。 

ダゴンバとクサシ 

ダゴンバ族とクサシ族は伝統的にガーナ北部の農耕民族である。いずれの民族

集団も父系であり、ダゴンバ語であるダグバニ語〔Dagnani〕はクサシ族のクサー

ル語と類似しており、Ethnologue.com によると、クサール語との「語彙的な類似性」

は 89％に達している。この 2つの民族集団間の顕著な違いは、ダゴンバ族の約 60％

がイスラム教徒と見なされるのに対し、クサシ族のほとんど（88％）は伝統宗教を

信仰しており、イスラム教徒は 7.5％のみである。さらに、クサシ族の人口はアッ

パー・イースト州に集中しているが、ダゴンバ族の「根拠地」はそれより南方のノ

ーザン州にあり、特にタマール市〔Tamale〕、トロン〔Tolon〕、サベルグ〔Savelugu〕、

https://www.ecoi.net/en/file/local/1257922/1788_1301505829_gha37075.pdf
https://www.ecoi.net/en/file/local/1257922/1788_1301505829_gha37075.pdf
https://www.ecoi.net/en/file/local/1257922/1788_1301505829_gha37075.pdf
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イェンディ〔Yendi〕、グシェグ〔Gushegu〕、ザブズグ〔Zabzugu〕およびサボバ〔Saboba〕

の 7 つの行政地域にある。 

ダゴンバとマンプルシ  

クサシ族とダゴンバ族はいずれもモール・ダグボン族系の民族集団であるが、

（複数の）情報源によると、ダゴンバ族の方が別のモール・ダグボン族系の民族集

団であるマンプルシ族とより緊密に関連している。例えば、ダゴンバ族に関する

Ghanaweb のウェブサイトでは、「たとえ」ダゴンバ族とマンプルシ族が現代にお

いては別個の民族集団であるように見えても、「彼らはまだお互いを同一のものと

依然見なしている」り、人類学者のベルンハルト・ビアリッヒ〔Bernhard Bierlich〕

は次の通り述べている。 

ダゴンバ族は…自分たちをマンプルシ族やモシ族に最も近く、いとこ（兄弟の

息子）として考えている。彼らは、同じ神話上の祖先から血統を分かっていると

述べている。… 

 

イ MRGI「マイノリティ世界要覧‐概要‐2015 年 ガーナ‐コンコンバ族」（2015

年 6 月 15 日）米国司法省 

プロフィール 

ガーナ北部には約 50 万人のコンコンバ族〔Konkomba〕（Ethnologue，2003）が住

んでおり、その多くはイスラム教徒である。彼らは大首長を持たずに宗教的指導者

を持ち、政治権と土地の権利が限定的である。 

歴史的な背景 

ガーナでは、コンコンバ族〔Konkomba〕は大首長制（Nas）を持たないことによ

り周縁化されてきた。しかし、ダゴンバ族〔Dagomba〕、ゴンジャ族〔Gonja〕、ナ

ヌンバ〔Nanumba〕は独自の長い伝統のある首長制を持ちり、コンコンバ族とコン

コンバ族が耕作する土地に対する宗主権を主張している。土地と政治的代表権の

問題に関する根本的な不一致は、コンコンバ族とナヌンバ族、その同盟民族である

ダゴンバ族の間の血なまぐさい衝突につながっている。 

ゴンジャ族はナヌンバ族とダゴンバ族を支持している一方で、バサリ族

〔Basari〕、ナウリ族〔Nawuri〕、ンチュムル族〔Nchumuru〕などの似たような分散

型構造を持つ近隣の民族集団はコンコンバ族の味方をしている。マヌンバ族、ダゴ

ンバ族、ゴンジャ族は、コンコンバ族を自分たちの臣民である、つまり自分たちの

土地に定住し、何世紀にもわたって花嫁や無償労働、作物、家畜などの貢物を献じ

てきたよそ者であると主張している。コンコンバ族は、ダゴンバ族とその同盟民族

らが先祖代々のコンコンバ族の土地を占有してきたことのみを理由に、自分たち

が「臣民」とみなされたと述べている。コンコンバ族はガーナ北東部とトーゴ北西

部の先住民であると主張しているが、これは歴史家や人類学者によって支持され

ている。ダゴンバ王国史によると、ヤ・ナ（ダゴンバ族伝統会議の議長）の居城で

あるイェンディ〔Yendi〕は、ダゴンバ王家が奪取した時にはコンコンバ族の町で

https://www.justice.gov/eoir/page/file/1026991/download
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あったとされている。コンコンバ族の祖先をたどると、コンコンバ族は必ず地面の

穴から来たと言うが、ナヌンバ族、ダゴンバ族およびゴンジャ族は、現在のブルキ

ナファソ北部から南に向かって侵略してきた騎馬隊を率いた集団の中に祖先がい

ることがわかる。 

大首長がいないということは、コンコンバ族の政治力と土地の権利が限られて

いることを意味する。ノーザン州首長議院〔Northern Region House of Chiefs〕は、

開発や政府公金の分配において重要な意思決定を行う主要な政治機関であるが、

彼らは代議員を持たない。国の機関は首長から採用し、ノーザン政府の構成員はナ

ヌンバ族、ダゴンバ族、マンプルシ族の出身者である。しかしながら、コンコンバ

族は、自分たちが首長の肩書きを持つことから不当に排除されていると感じてお

り、今では自分たちの首長権を求めている。彼らは、1992 年に支援した国民民主

会議（NDC）が彼らの要求に好意的に応えなかったことに憤りを感じていた。1990

年代半ばになると、コンコンバ族、ナヌンバ族、ダゴンバ族の間で激しい衝突が起

こり、犠牲者の数が激増した。ホロホロチョウの価格をめぐる市場での争いが、

1994 年から 1995 年にかけてビンビラ〔Bimbilla〕の町を中心に激しい暴力へと激

化していった。推定で 2,000 人の命が奪われ、20 万人が避難し、400 以上の村が破

壊された。 

 

ウ RRTA「RRT 調査回答［GHA34725］：国民民主会議（NDC）‐2008 年選挙‐

民族紛争」（2009 年 4 月 16 日）＜ecoi.net 収録＞ 

… 

クシミ族〔Kusimi〕などは、その祖先がガーナの北東部や北西部からの「騎馬民

族」や移民の侵略者であって、いわゆる無国籍の先住民族に遭遇したモール・ダバ

ニ族系に起源を有するという説を再検証している。 

… 

モール・ダバニ族系は、モシ語とダゴンバ語を話し、この族系の構成民族はい

ずれも皆似たような言語を話す。現在のガーナのアッパー・イースト州のボルガ

タンガ〔Bolgatanga〕に住むテレンシ族〔Tellensi〕、グレンシ族〔Gurensi〕およ

びナブダム族〔Nabdam〕は、似たような文化的特徴を持っていることから、植

民地時代にはまとめてフラフラ族〔Frafra〕と呼ばれていた。この族系のその他

の構成民族は、ダゴンバ族、ダガルティ族〔Dagarti〕、クサシ族、ナンカンニ族

〔Nankanni〕、マンプルシ族、ブイルサ族〔Builsa〕、ワラ族〔Wala〕、モッシ族

〔Mossi〕、ナヌンバ族〔Nanumba〕である。コンコンバ族〔Konkomba〕、ブモバ

族〔B’Moba〕、バサレ族〔Basare〕（無首長地域）からなるグルマ〔Gurma〕族系

は、ガーナ・トーゴ・ブルキナファソの国境の地域で生活している。第三の民族

集団はグルシ／カッセン・イサル〔Grusi/Kassen-Isal〕語系の民族集団で、イサラ

／シサラ族〔Isala/Sissala〕、カッセナ族〔Kassena〕のほか、タンポレンス族

〔Tampolense〕、ヴァガラ族〔Vagala〕、モー族〔Mo〕（デゲ族〔Deghe〕）が含ま

れる。最後に、グアン〔Guan〕族系には、イーストゴンジャ〔East Gonja〕郡（現

https://www.ecoi.net/en/file/local/1122588/1788_1292430386_gha34725-1.pdf
https://www.ecoi.net/en/file/local/1122588/1788_1292430386_gha34725-1.pdf
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在のガーナ、図 1）に住むゴンジャ族〔Gonja〕、ンチュムル族〔Nchumuru〕、ナ

ウリ族〔Nawuri〕が含まれる。また、チョコシ族〔Chokosi〕やブザンガ族〔Busanga〕

などの細分化された民族も存在する。チョコシ族は、ンジマ族〔Nzima〕に似た

アカン語方言を話す人々で、ダゴンバ郡の一部で生活しており、18 世紀にダゴ

ンバ王国とマンプルシ王国に雇われた傭兵の子孫である。ブサンガ族はクサシ

地区で生活し、マンデ語〔Mande〕を話します。主な民族はブルキナファソ全域

に住んでいる（Kusimi, John et al. 2006,「ガーナ北部の紛争」, Vol. 1, No.2, pp 211-

212 - http://www.igesip.org/asteriskos/1_2/galego/art12.pdf – 2008 年 3 月 3 日閲覧（別

添 2）。 

 

エ RRTA「RRT 調査回答［GHA34619］：ガーナ‐コンコンバ／ナヌンバ紛争‐ダ

グボン首長対立」（2009 年 3 月 26 日）＜ecoi.net 収録＞ 

2000 年に出版された『和解・正義・共存：理論と実践』という書籍の第 9 章に

は、ナヌンバ族〔Nanumba〕とコンコンバ族〔Konkomba〕の対立の背景について

の情報が書かれている。 

伝統的にノーザン州の社会構造は、首長社会と無首長社会に分かれている。前

者は、下級の族長から地域の首長、大首長、および、さらには王のように振る舞

う大首長よりもさらに上位の存在といったヒエラルキーを持つ首長制を中心に

した構造を持つ。ダゴンバ族〔Dagomba〕、ナヌンバ族〔Nanumba〕、ゴンジャ族

〔Gonja〕、マムプルシ族〔Mamprusi〕の 4 つの民族は、このように組織されてい

る。コンコンバ族〔Konkomba〕、ナウリ族〔Nawuri〕、バサレ族〔Basare〕、ンチ

ュムル族〔Nchumuru〕などの無首長集団は、首長や首長制といった階層構造を

持たない細分化された社会である。彼らの大部分は、ある土地に定住して肥沃度

が低くなるまで耕作し、その後、しばらく休耕地となっていた他の地域に移動す

る移動性のヤマイモ農家である。 

… 

…14 世紀後半から 15 世紀初頭にかけて、先住民たちはこの地域を侵略され、

マンプルグ〔Manpurugu〕王国、ダグボン〔Dagbon〕王国、ナヌン〔Nanun〕王

国、そしてゴンジャ王国といった伝統的な王国が設立された。新たな来訪者たち

は政治権力を奪ったが、文化的には同化された。コンコンバ族は、ガーナ北部の

「先住の」民族の中で最大の民族であることに留意することが重要である。 

 

オ IRBC「クエリー回答［GHA104608.E］ガーナ：首長位争いに関与する人びと

に対して可能な国の保護を含む、国の首長選出への関与」（2013 年 10 月 1 日） 

2013 年 9 月 29 日にガーナ大学アフリカ研究所調査研究部［Research Directorate］

との電話インタビューで、研究員は、首長を承認する手続きが地域によって異なる

ことを説明した。一般的に北部では、この手続きは「エンスキンメント

［enskinment］」と呼ばれ、選ばれた候補者は動物の皮の上に座ることを求められ

https://www.ecoi.net/en/file/local/1218923/1788_1293375683_gha34619.pdf
https://www.ecoi.net/en/file/local/1218923/1788_1293375683_gha34619.pdf
https://irb-cisr.gc.ca/en/country-information/rir/Pages/index.aspx?doc=454812&pls=1
https://irb-cisr.gc.ca/en/country-information/rir/Pages/index.aspx?doc=454812&pls=1
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る（Research Fellow、2013 年 9 月 29 日）。南部では、「エンストゥールメント

［enstoolment］」と呼ばれ、首長は椅子に座ることを求められる（同上）。さらに研

究員は、首長任命の手続きが正しく行われない場合は、首長の地位を巡る争いが起

こると語った（同上）。研究員によれば、「誰でも首長になれることはなく、王族

（royal family）の出身でなければ、首長にはなれないだろう。もし王位決定者たち

が王族でない者を選んだ場合、首長位を巡る争いが起こる可能性がある。例えば、

首長の選出に 4 人の承認が必要な場合、3 人しか承認していなければ、手続きが正

しく行われたとは言えない。また、ある１つの党派または特定の王族が権力を独占

し、他の家系を選定プロセスに参加させない場合（たとえば、2 つの王族が交互に

首長位を継承するとき、順番が来た側が候補者選びを妨害された場合にも、争いが

生じる可能性がある）。 

… 

情報源によると、首長位をめぐる争いが頻発する要因のひとつに、継承者に関す

る規則が不確かなことをあげている。（国連、日付不詳；Berekum Peace Committee 

2013 年 3 月 17 日; 国家首長会議［NHC］および ZIF 2011 年 7 月）。ガーナ・タイ

ムズ［Ghanian Times］の記事には、首長位をめぐる争いは、しばしば「首長の選

出、就任、エンスキンメント（戴冠）を規定する既定のルールや手続きが守られな

いこと」が原因で起きる、という。（2011 年 2 月 9 日）。また、ノルディック・ジ

ャーナル・オブ・アフリカン・スタディーズ［Nordic Journal of African Studies］に

掲載された、ガーナ北部における首長位争いの政治化に関する論文は、次のように

述べている。 

「ガーナ北部で起きる紛争の大半は、典型的な継承者争いであり、首長位または

称号に対して権利を主張する 2 つまたはそれ以上の家系［gate］が関与している。

このような紛争では、誰が特別の地位に就任するのに最もふさわしい人物である

か、どの伝統儀式が『承認』のプロセスに該当するのか、また、選ばれた人物が伝

統的に定められた関係者によって適切な儀式を経たかどうか、これらの決定をめ

ぐって起きている。」（Tonah 2012, p.2） 

… 

 

(3) 北部における民族対立 ＜2024 年 7 月 11 日更新＞ 

① マンプルシ族＝クサシ族紛争 

ア RRTA「RRT 調査回答［GHA35336］：Ghana– Bawku – Mamprusi – Kusasi 

– Conflict – Passports – State protection – Relocation」（2009 年 10 月 9 日）

＜ecoi.net 収録＞ 

BBC は、2008 年 5 月に 2 つのグループのメンバー間で起きた闘争により、少な

くとも 4 人が死亡したと報じた（「ガーナ：部族衝突で 4 人死亡」、BBC、2008 年

5 月 6 日 ― 添付資料 6）。2009 年 5 月初めには、クロニクル紙が、バウクで 2 人

が銃撃された事件に対して、28 人が事情聴取のために逮捕されたと報じた（「ガー

https://www.ecoi.net/en/file/local/1136783/1788_1293376451_gha35336.pdf
https://www.ecoi.net/en/file/local/1136783/1788_1293376451_gha35336.pdf
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ナ：バウク問題には慎重な対応を」、2009年 5 月 5 日、All Africa［出典：The Chronicle］ 

― 2009 年 9 月 3 日閲覧 ― 添付資料 23）。その数週間後、ジョン・ミルズ大統領

の同地域訪問直後にも、さらなる暴力が発生した。 

 

イ RRTA「RRT 調査回答［GHA34725］：国民民主会議（NDC）‐2008 年選挙‐

民族紛争」（2009 年 4 月 16 日）＜ecoi.net 収録＞ 

… 

クシミ族〔Kusimi〕などは、その祖先がガーナの北東部や北西部からの「騎馬民

族」や移民の侵略者であって、いわゆる無国籍の先住民族に遭遇したモール・ダバ

ニ族系に起源を有するという説を再検証している。 

… 

モール・ダバニ族系は、モシ語とダゴンバ語を話し、この族系の構成民族はい

ずれも皆似たような言語を話す。現在のガーナのアッパー・イースト州のボルガ

タンガ〔Bolgatanga〕に住むテレンシ族〔Tellensi〕、グレンシ族〔Gurensi〕およ

びナブダム族〔Nabdam〕は、似たような文化的特徴を持っていることから、植

民地時代にはまとめてフラフラ族〔Frafra〕と呼ばれていた。この族系のその他

の構成民族は、ダゴンバ族、ダガルティ族〔Dagarti〕、クサシ族、ナンカンニ族

〔Nankanni〕、マンプルシ族、ブイルサ族〔Builsa〕、ワラ族〔Wala〕、モッシ族

〔Mossi〕、ナヌンバ族〔Nanumba〕である。コンコンバ族〔Konkomba〕、ブモバ

族〔B’Moba〕、バサレ族〔Basare〕（無首長地域）からなるグルマ〔Gurma〕族系

は、ガーナ・トーゴ・ブルキナファソの国境の地域で生活している。第三の民族

集団はグルシ／カッセン・イサル〔Grusi/Kassen-Isal〕語系の民族集団で、イサラ

／シサラ族〔Isala/Sissala〕、カッセナ族〔Kassena〕のほか、タンポレンス族

〔Tampolense〕、ヴァガラ族〔Vagala〕、モー族〔Mo〕（デゲ族〔Deghe〕）が含ま

れる。最後に、グアン〔Guan〕族系には、イーストゴンジャ〔East Gonja〕郡（現

在のガーナ、図 1）に住むゴンジャ族〔Gonja〕、ンチュムル族〔Nchumuru〕、ナ

ウリ族〔Nawuri〕が含まれる。また、チョコシ族〔Chokosi〕やブザンガ族〔Busanga〕

などの細分化された民族も存在する。チョコシ族は、ンジマ族〔Nzima〕に似た

アカン語方言を話す人々で、ダゴンバ郡の一部で生活しており、18 世紀にダゴ

ンバ王国とマンプルシ王国に雇われた傭兵の子孫である。ブサンガ族はクサシ

地区で生活し、マンデ語〔Mande〕を話します。主な民族はブルキナファソ全域

に住んでいる（Kusimi, John et al. 2006,「ガーナ北部の紛争」, Vol. 1, No.2, pp 211-

212 - http://www.igesip.org/asteriskos/1_2/galego/art12.pdf – 2008 年 3 月 3 日閲覧（別

添 2）。 

 

 

 

② コンコンバ族＝ナヌンバ族紛争 

https://www.ecoi.net/en/file/local/1122588/1788_1292430386_gha34725-1.pdf
https://www.ecoi.net/en/file/local/1122588/1788_1292430386_gha34725-1.pdf
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ア RRTA「RRT 調査回答［GHA34619］：ガーナ‐コンコンバ／ナヌンバ紛争‐ダ

グボン首長対立」（2009 年 3 月 26 日）＜ecoi.net 収録＞ 

オックスフォード大学の博士課程研究生であるジュリア・ジョンソン〔Julia 

Jönsson〕の 2007 年 2 月付けの不平等・人間の安全保障・民族研究センターの論文

には、1994 年のホロホロチョウ紛争について次のように書かれている。 

1994 年、ノーザン州は独立ガーナでは過去に見られなかった規模の民族間紛

争に陥いった。ナヌンバ族、ダゴンバ族、ゴンジャ族がコンコンバ族と戦った結

果、441 の村々が破壊され、17 万 8000 人以上が避難民となった（インターNGO

コンソーシアム、mimeo）。少なくとも 2,000 人が命を落としたが（NPI／イン

ターNGO コンソーシアム、mimeo）、人口 180 万人強の地域としては特に大き

な死亡者数であった（ガーナ政府、2002 年）。前述したように、大首長制の問題

が紛争に至るまでの緊張の激化を加速させる主要な要因となった。 

… 

「ホロホロチョウ紛争」は、1994 年 1 月 31 日にビンビラ〔Bimbilla〕近郊の

ナクペイリ〔Nakpayili〕市場で黒いホロホロチョウの売買をめぐってコンコンバ

族とナヌンバ族の男性が口論したことがきっかけに暴力に火が付いた出来事か

らその有名な名称が取られた。口論はすぐに民族的な虐待、紛争の脅威にまで発

展し、コンコンバ族の男性が指 1 本を切断する暴力に発展した。翌日、ケンカ

で負傷したコンコンバ族男性の息子が農場でそのナヌンバ族男性を探し出して

射殺した後、ナヌン〔Nanun〕で大規模なコンコンバ族とナヌンバ族間の戦闘が

勃発し、すぐにダゴンバ族やゴンジャ族の支配地域にまで広がった。 

… 

 

イ フリーダムハウス「世界の自由 2019 年版‐ガーナ」（2019 年 2 月 4 日） 

…2018 年 6 月、北部地方のチェレポニ地区で、コンコンバ族とチェコシ族の間

で土地をめぐる衝突が発生し、少なくとも 2 人が死亡、他にも数人が負傷した。 

 

ウ 記事「チェレポニの民族間暴力での死者が 4 人に」Prime News Ghana（2019

年 1 月 6 日） 

ノーザン州のチェレポニ〔Chereponi〕郡での民族間暴力による死者は 4 人に上

った 

… 

新年になってから始まった暴力は、この地区の多数派であるコンコンバ族

〔Konkomba〕と少数派であるチョコシ族〔Chokosi〕を巻き込んでいる。 

チェレポニには、土地と政治的代表権の問題をめぐる根本的な不一致によって

引き起こされた波乱に満ちた暴力の歴史がある。 

コンコンバ族とナヌンバ族〔Nanumba〕、その同盟民族であるダゴンバ族

https://www.ecoi.net/en/file/local/1218923/1788_1293375683_gha34619.pdf
https://www.ecoi.net/en/file/local/1218923/1788_1293375683_gha34619.pdf
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2019/ghana
https://www.primenewsghana.com/general-news/death-toll-now-four-in-chereponi-ethnic-violence.html
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〔Dagomba〕との間には、これまでいくつかの衝突があった。 

… 

 

エ 記事「コンコンバ族とダゴンバ族の衝突：「冷静に」と内務相」Ghana Web（2018

年 11 月 8 日） 

アンブローズ・デリー〔Ambrose Dery〕内務相は、ノーザン州のイェンディ〔Yendi〕

でコンコンバ族〔Konkomba〕とダゴンバ族〔Dagomba〕の間の停戦を呼びかけた。 

イェンディ市のナッパチ〔Nakpachie〕でこの 2 つの集団の衝突が発生し、1 人

が死亡、2 人が重傷を負ったと報告されている。 

この争いでは家屋約 5 戸が放火され、住民らは自宅からイェンディや他の周辺

の町に避難を余儀なくされている。 

… 

 

オ 記事「アグボグブロシの衝突をめぐり IGP がダゴンバ族とコンコンバ族のリ

ーダーに会うように命令」Citi 97.3 FM（2017 年 4 月 12 日） 

… 

水曜日、アグボグブロシー〔Agbogbloshie〕のヤム・マーケット〔Yam Market〕

でコンコンバ族〔Konkomba〕とダゴンバ族〔Dagomba〕の間で衝突が起こり、少

なくとも 2 人が死亡したと伝えられた。 

シティニュース〔Citi News 〕によると、月曜の夜に始まったとされるこの衝突

は、諸派の一つの構成員による携帯電話の盗難の疑いをめぐって、火曜日に激化し

たという。 

… 

 

カ MRGI「マイノリティ世界要覧‐概要‐2015 年 ガーナ‐コンコンバ族」（2015

年 6 月 15 日）米国司法省 

歴史的な背景 

… 

…1990 年代半ばになると、コンコンバ族、ナヌンバ族、ダゴンバ族の間で激し

い衝突が起こり、犠牲者の数が激増した。ホロホロ鳥の価格をめぐる市場での争い

が、1994 年から 1995 年にかけてビンビラ〔Bimbilla〕の町を中心に激しい暴力へ

と激化していった。推定で 2,000 人の命が奪われ、20 万人が避難し、400 以上の村

が破壊された。 

 

③ ダグボンの首長をめぐる争い 

https://www.ghanaweb.com/GhanaHomePage/NewsArchive/Konkomba-Dagomba-clash-Be-calm-Interior-Minister-699058
https://citifmonline.com/2017/04/igp-ordered-to-meet-dagomba-konkomba-leaders-over-agbogbloshie-clashes/
https://citifmonline.com/2017/04/igp-ordered-to-meet-dagomba-konkomba-leaders-over-agbogbloshie-clashes/
https://www.justice.gov/eoir/page/file/1026991/download
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ア CORI「クエリー回答」（2013 年 7 月 15 日）＜UNHCR アーカイブ＞ 

2006 年 12 月、統合地域情報ネットワーク IRIN（訳者註：国連人道問題調整事

務所 OCHA のニュース機関）は、ガーナでは特に北部 3 州において多数の首長位

をめぐる対立が起きていると報じた。2002 年には、ある首長が首をはねられ、彼

の支持者 40 人が殺害された。1994 年から 1995 年にかけては、ビンビラ［Bimbilla］

で 2000 人が殺された後、20 万人が追い出された。2006 年にビンビラで起きた首

長位争いに対応して、政府は軍隊を派遣し、1 か月間の日没から夜明けまでの外出

禁止令を課した。 

… 

特筆すべきは、2002 年に北部の町イエンディで発生した、未解決のダグボン紛

争である。このとき、ダグボン族の大首長が、支持者 40 人とともに殺害された。 

殺人犯は同じダグボン族で、敵対する派閥のメンバーだと言われているが、犯人

は見つかっておらず、殺された首長の首も未だ発見されていない。 

… 

 

イ RRTA「RRT 調査回答［GHA34619］：ガーナ‐コンコンバ／ナヌンバ紛争‐ダ

グボン首長対立」（2009 年 3 月 26 日）＜ecoi.net 収録＞ 

ダグボンの首長位をめぐる紛争 

2006 年 4 月に開催された第 15 回アフリカ／ディアスポラ会議において、アイザ

ック・オラワル・アルバート博士［Dr.Isaac Olawal Albert］が発表した論文は、ダ

グボンの首長位争いについて次のように要約している。 

この紛争はガーナ史において植民地時代より前に始まったが、植民地時代が

終わり独立した後には、重大な危機的状況へと発展した。ダグボン［Dagbon］

王国のダゴンバ［Dagomba］の人々は、ガーナ北部で最大の民族集団である。こ

の王国の首都はイエンディ［Yendi］であり、この民族の伝統的な首長であるヤ・

ナが居を置く。ダグボン危機の主な争点は、ガーナ史の前植民地時代に始まった

のだが、ダグボン王家内の 2 つの対立する家系の間で首長位の権力を交替で継

承する輪番制に関するものである。この 2 つの統治する家系［gate］）の間の対

立は、19 世紀にヤ・ナ・ヤクブ［Ya-Na Yakubu］の死後に始まった。彼の跡を継

いだのは息子のアブドゥラヒ［Abdullahi］で、その後に別の息子アンダニ

［Andani］が継いだ。争いは 1899 年にアンダニの死去により始まった。問題は、

アンダニの後継者を彼自身の息子にするべきか、それとも兄弟アブドゥラヒの

息子にするべきかという点にあった。 

この紛争は、もう一つの重大な問題も含まれている。それは、「継承者を選ぶ

権利を誰が持っているのか、そして…就任儀式のどの特別の行為によってその

人物をヤ・ナ（Ya-Na）とするのか、その合意が存在しない」ことである（Tsikata 

and Seini 2004:42）、（Albert, Dr Isaac Olawale 2006 年、「『オウォ危機』から『ダグ

ボン紛争』へ：現代ナイジェリアおよびガーナにおける首長位紛争の政治化から

https://webarchive.archive.unhcr.org/20230519152506/https:/www.refworld.org/docid/51e50bfd4.html
https://www.ecoi.net/en/file/local/1218923/1788_1293375683_gha34619.pdf
https://www.ecoi.net/en/file/local/1218923/1788_1293375683_gha34619.pdf
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の教訓」、p.7 第 15 回アフリカ／ディアスポラ会議にて発表、2006 年 4 月 28

日、州立サクラメント大学）。http://www.csus.edu/org/capcr/documents/archives/ 

2006/ConferenceProceedings/Owo_Dagb on%20.pdf – Accessed 24 April 2009 – 

Attachment 18). 

… 

さらに、アイザック・オラワル・アルバート博士の 報告では、「ダグボンを

支配するアンダニ家とアブドゥ家の両家による最近の暴力的衝突」は、2002 年

3 月 25 日から 27 日にかけてイェンディで発生し、ヤ・ナ・ヤクバ・アンダニ 2

世および他の 30 人が死亡する結果となった、という。ガーナ政府はダグボン地

域に非常事態を宣言し、平和への回復を後押しした。 

アブドゥ家はおそらく、2000 年の選挙での新愛国党（NPP）の勝利は、自らの

政治的イメージを高め、一時休止していた首長位をめぐる争いを再燃させる好

機と見なした可能性が高いだろう。 

…アブドゥ家がとった行動の一つは、現職のヤ・ナが、王国内のいくつかの祭

礼や儀式、特に伝統的なブグム祭［Bugum］と犠牲祭［the Eid-ul-Adha］を、単

独で統括する権限に異議を唱え始めたことである。2002 年にこの二つの祭礼が

行われた際、大きな問題が生じた。最初に犠牲祭が行われ、2 日に分けて実施さ

れた。最初の日にはボリン・ラナとその支持者たちの番で、翌日はアンダニ家の

番になった。しかしアンダニ家は、前日にボリン・ラナに認めた特権と同じだっ

たことに抗議して、警察による正式な安全確保や儀式を拒否した。ヤ・ナは、祭

りが別々に行われたこと、および前日の行事での役所の対応を、彼の地位に対す

るあからさまな侮辱と見なした。 

犠牲祭でのさまざまな出来事は、統治する 2 つの統治家系の争いをエスカレ

ートさせた。2002 年 3 月のブグム祭を控えて、両陣営は武器や弾薬を積み上げ、

兵士を訓練し、できる限り多くの支援を結集させた。政府は入手した治安報告に

対応して、祭りを延期し、イエンディに 2002 年 3 月 20 日から 26 日までの夜明

けから日没までの外出禁止令を発出した。これは緊張をさらに高めた。アブドゥ

家は祭りを開催する努力が台無しになったことで喜んだが、一方、アンダニ家は

彼らの権力がまたもや侵害されたことに不満であった。2002 年 3 月 24 日の夕

方、外出禁止令が発出された時に不在だったアンダニ家の州知事イモール・アン

ダニ王子が、その命令を撤回するために戻ってきたことから、トラブルが始まっ

た［p.67］。アンダニ家が喜んでいると、アブドゥ家の若者たちに襲撃された。

戦闘は次第にグベワ宮殿へと向かい、その最中にヤ・ナ・ヤクボ・アンダニⅡ世

が殺され、頭部は胴体から切断され、敵に持ち去られた（Albert, Dr Isaac Olawale 

2006,『「OWO 危機」から「ダグボン討論」へ』：Lessons in the Politicization of 

Chieftaincy Disputes In Modern Nigeria and Ghana’、第 15 回アフリカ・ディアスポ

ラ会議、4 月 28 日州立サクラメント大学、p.10-11、http://www.csus.edu/org/capcr/ 

documents/archives/2006/ConferenceProceedings/Owo_Dagb on%20.pdf – 2009年 4月

24 日にアクセス – 付表 18)）。 



ガーナ 2025 年 6 月 5 日                ©難民研究フォーラム https://refugeestudies.jp/ 

51 

… 

2006 年 4 月 13 日付の BBC ニュースは、「4 年間の不安定な状態」の末に、ヤ・

ナ・ヤクブ・アンダニ 2 世が埋葬されたと報道した： 

「ヤ・ナの埋葬は、摂政の座を誰が継ぐかをめぐって対立する 2 つの家系の

間で繰り広げられた長く血なまぐさい争いの末に行われ、アンダニ家とアブド

ゥ家の双方にある程度の利益をもたらす妥協案によってようやく解決された」 

この問題が解決されるまで、殺害された支配者の埋葬はできなかった。 

合意案により、王の長男である 40 歳の小学校教師、カンクピャ・ナ・アブド

ゥライ・アンダニが摂政に任命された。 

彼は摂政に就任するとすぐに、アンダニとアブドゥ家または家系［gate］から

それぞれ 3 名、計 6 名の長老を暫定的に任命し、共にダゴンバ王国の政務を担

当する。 

彼らは協力して、次のヤ・ナを誰にするかを決定することになる。継承は 2 つ

のゲートで交替することになっているが、調停者たちと合意した、両派の「ロー

ドマップ」により、今回はどちらの家系からでも継承者を出せることとなった。

これはヤクブ・アンダニが自然死ではなかったことによる。 

継承者を両派から出すことになったので、両派ともに満足する結果となった。

加えて、埋葬と摂政の任命はアンダニ家には納得のいくものである。 

アブドゥ家にもおいしいお土産がある。ヤ・ナ・ヤクブの前任者であるマハマ

ドゥ（アブドゥ家）は 1970 年代半ばに「スキン［the skin］」―権威の象徴であ

る玉座―の儀式から退けられていたが、彼を死後にヤ・ナとして復位させること

が決定された。（『ガーナ国王の埋葬により長年の対立が終わる』2006 年 4 月 13

日、BBC ニュース） 

… 

デイリー・グラフィック紙は、2008 年 4 月 19 日、アンダニ派とアブドゥ派の支

持者たちがクマシのマンヒヤ宮殿で衝突した、と報道した。これは、高位首長会議

［Committee of Eminent Chiefs］が両派の指導者たちと会合を開いた際に発生した。 

… 

大首長会議は、故ヤ・ナ・マハマドゥ・アブドゥライの葬儀に関する 3 日間の協

議の初日に開かれた。この葬儀はグベワ宮殿で行われる予定である。(Boadu, 

Kwame Asare 2008, 「アンダニ、アブドゥ両家の争い」, DailyGraphic, 4 月 21 日, 

Modern Ghana website http://www.modernghana.com/news/163271/1/andani-abudu 

factions-clash.html – アクセス日 2009 年 3 月 24 日 – 付表 31). 

… 

 

ウ RRTA「RRT 調査回答［GHA35095］：ダグボンの首長位争い – アンダニ家と

アブドゥ家 – 2008 年 12 月選挙:結果と暴力 – NPP 支持者 –内部移動」（2009

年 7 月 30 日）＜ecoi.net 収録＞ 

https://www.ecoi.net/en/file/local/1216221/1788_1293376141_gha35085.pdf
https://www.ecoi.net/en/file/local/1216221/1788_1293376141_gha35085.pdf


ガーナ 2025 年 6 月 5 日                ©難民研究フォーラム https://refugeestudies.jp/ 

52 

エコノミスト誌は、ガーナ北部のアンダニ家とアブドゥ家の「新たな緊張激化」

について、次のように報じている： 

最近の緊迫状態の再燃は、現在 NDC（国民民主会議）の管理下にあるノーザ

ン州治安評議会（Regsec）が、両家にとって神聖な場所である王族の霊廟の修復

をアンダニ家の年長者に監督させたことが発端となった。アブドゥ家はこの動

きを、次期ダグボン王の選定において NDC 政府のアンダニ家への無言の支持と

受け取った。この王位は、2002 年の事件に端を発した緊迫状態により、空席の

ままとなっている。アブドゥ家は、州治安担当大臣スティーブン・スマニ・ナイ

ナが偏向していると非難し、彼の解任を要求した。これに対しナイナ氏は、霊廟

の修復はアンダニ家が始めたこと、そしてそれは今すぐ行動しなければ霊廟は

完全に失われる恐れがあるために緊急に対応する必要があったからだ、と説明

した。ナイナ氏は、Regsec が現在、「大首長会議［Committee of Eminent Chiefs］」

によって進められている和平プロセスに全面的に関与していると述べ、暴力に

訴えるいかなる部族に対しても厳正に対処すると警告した（「ガーナの政治：ダ

グボン地区で高まる緊張」2009 年、Economist 調査部、ViesWire、6 月 9 日。付

表３）… 

… 

 

エ IRBC「クエリー回答 Ghana: 1)ダゴンバ族における首長位の継承について、首

長位が父系か母系のどちらに継承されるかについての情報、ほか」（1992 年 5

月 1 日）＜UNHCR アーカイブ＞ 

首長階級に属する者にとって、重要な血族関係はダング［dang］という血統で、

男系と女系の両方を含む、一人の祖父または曽祖父のすべての子孫である。中央集

権化されたダゴンバ国では、前任の最高位の首長ヤ・ナの息子のみが、その地位に

就くことができるが、その地位は 3 人の地区首長の輪番による交代制となってい

る。 

 

オ 記事「ヤー・ナの即位式：ガーナの新しいダゴン王、アブバカリ・マハマ 2 世

に会う」（2019 年 1 月 25 日） 

金曜日は、イエンディの人々にとって平和の始まりを意味し、ヤー・ナ・アブバ

カリ・マハマが新しいダゴン王としてお披露目された。 

… 

新しいヤー・ナは 1939 年にイエンディで生まれ、クルンクペ・ナ・アブカリの

娘である女王ドゥヒリ・アイシェトゥの第二子である。 

彼はヤー・ナ・マハマ 2 世の息子であり、ヤー・ナ・アンダニ 2 世の孫でもあ

る。また、故ヤー・ナ・ヤクブ 2 世の父方の叔父にあたる。 

サヴェルグの最高首長に任命される前、ナ・マハマはイエンディ近郊のクポンク

https://webarchive.archive.unhcr.org/20230529174115/https:/www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?page=printdoc%26docid=3ae6acd160
https://webarchive.archive.unhcr.org/20230529174115/https:/www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?page=printdoc%26docid=3ae6acd160
https://www.bbc.com/pidgin/tori-46983917
https://www.bbc.com/pidgin/tori-46983917
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パノの首長を務めていた。 

 

カ 記事「ダグボン伝統評議会は国家業務を統治するために新憲法採択」CITI News 

Room（2022 年 10 月 20 日） 

ダグボン伝統評議会は、関係者たちから時代遅れと見なされていた 90 年前の憲

法に代わる新しい憲法を採択した。 

…約 40 年にわたる混乱の後、ダグボンにおける平和と和解を確かなものにする

取り組みの一環として、ダグボンで重責を担うヤ・ナ・アブカリは、ダグボン憲法

見直し委員会を設置し、1930 年以来見直されておらず、もはやその役割を果たし

ていないと言われているダグボン憲法の見直しに着手した。この古い憲法は、この

地区の首長位継承争いや土地をめぐる争いを引き起こす要因となっていた。 

改訂された憲法では、ダグボンのすべての首長の座［skin］への明確な継承ルー

トを定められており、カラガおよびサヴェルグ、ミオンの 3 つの家系のみがイエ

ンディにおけるダグボン王位［Nam］への正統な継承家系として承認されている。 

 

④ ドロボ族＝ジャペクロム族紛争 

ア 記事「ジャべクロム―ドロボ紛争と先住民へのコスト」The Publisher（2019 年

9 月 26 日） 

2019 年 1 月 31 日木曜日、ガーナの内務大臣は、ブロン・アハフォ州ジャマン・

サウス自治体内のドロボ、ジャペクロム、バビアニハ、クワシボウクロム、ンプア

ス、バセクロム、コジョケセクロム、カタキイェクロムの各地域（コミュニティ）

に対して、新たに発生した暴力事件を受けて、夜間外出禁止令を午後 6 時から午

前 6 時までに見直さざるを得なくなった。 

こうした暴力抗争は特に新しいものではなく、2000 年ごろからメディアで報道

されてきた。直近は 2018 年 10 月に始まった、ドロボとジャペクロムの住民同士

による卑劣な衝突事件で、2 人が死亡、14 人が重軽傷を負った。 

… 

抗争が長期化しているのは、どちらの側も同じ程度の報復を繰り返すからで、た

とえば、graphic.com が報じているように、2018 年 4 月 3 日の事件では、10 人ほど

の身元不明の武装した男たちがドロボの地域内に侵入し、塀を破壊しながら無差

別に発砲、すぐさまドロボの若者たちが自己防衛のために反撃した。 

… 

このような恐ろしい事件を聞いた、ドロボ、ジャペクロム、バビアニハ、クワシ

ボウクロム、ンプアス、バセクロム、コジョケセクロム、カタキイェクロムおよび

その周辺地域の多くの若者たちは、ガーナの首都アクラへの移住を決断している。 

しかし、アクラでさえ彼らには安全ではないと思った者は、政治亡命を求めてヨ

ーロッパやアメリカを目指して、リビアへの危険の多い旅を選ぶ者もいる。また同

https://citinewsroom.com/2022/10/dagbon-traditional-council-adopts-new-constitution-to-govern-its-affairs/
https://www.thepublisheronline.com/the-japekrom-drobo-conflict-and-the-costs-to-indigenes/
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じ理由で、砂漠ルートや地中海を通ってイタリアやスペインへの到達を目指す者

もいる。奴隷になる、あるいは拷問や死亡といった恐ろしい体験談は、多くの人が

知っている。 

… 

 

(4) 首長位の継承 ＜2024 年 8 月 29 日追加＞ 

ア IRBC「「ガーナ：首長制度に関する国家の関与、例えば亡くなった首長やその

継承者の血の儀式や法律制定：同じ民族グループの他のメンバーに秘密の儀式

を漏らした場合の結果、ボルタ［Volta］地区のコトコリグループを含む： 首

長制度の規則や伝統に従わない個人に対する国家の保護（2014 年から 2017 年

4 月）」（2017 年 5 月 2 日）＜UNHCR Web Archive＞ 

政治学の教授は、「私の知る限りでは、ガーナのどの地域においても、首長位を

受け入れるか拒否するかは自由である」と、そしてそのためにこの分野では国家の

保護は必要ない、と述べた（政治学教授、2017 年 4 月 15 日）。同様に、社会人類

学者も「権威に反抗的な個人が、その任務を受け入れるよう説得されることはある

がもしれないが、私の知る限りでは、誰かを強制的にその地位に就かすことはでき

ない」と述べた（社会人類学者、2017 年 4 月 17 日）。名誉教授も同様に、「その役

職を望まないために、その者が罰せれることはない」と述べた（名誉教授、2017 年

4 月 19 日）。 

上級講師は、「伝統的な地位を拒否したからといって身体的な罰を受けることは

ない」と述べ、さらに次のように続けた： 

「伝統として、首長位を望まない首長候補者がそれを認められるのは非常に

難しい。なぜなら、首長位候補者が首長位を受け入れるのを拒否しているという

理由だけで、その家族全体、あるいはその家系の一部（統治／王族家系）が，そ

の機会を否定していることになり、結果としてその家族や家系が、特定の首長位

に候補者を出す機会を失うことになるからである」（上級講師、2017 年 4 月 14

日） 

首長位を拒否した個人に対する国家の保護について、博士号取得後研究員は「私

の知る限り、保護体制は存在しない」と述べている（博士号取得後研究員、2017 年

4 月 20 日）。首長位を拒否した結果、たとえば村八分や身体的な罰などについて、

名誉教授は次のように述べている： 

「そのようなことがあるかもしれない。ガーナでは一般的に日常生活におい

て、公共の秩序は警察力よりも集団行動に依存している。…たとえば、ある個人

（通常は年配の女性）が“魔女”と認定されると、虐待されることもある」。（名誉

教授、2017 年 4 月 19 日） 

 

イ Beverly J. Stoeltje「Asante Queen Mothers in Ghana」（2021 年 3 月 25 日）＜

Oxford Research Encyclopedias＞ 

https://webarchive.archive.unhcr.org/20230519074254/https:/www.refworld.org/docid/59c8e0584.html
https://webarchive.archive.unhcr.org/20230519074254/https:/www.refworld.org/docid/59c8e0584.html
https://webarchive.archive.unhcr.org/20230519074254/https:/www.refworld.org/docid/59c8e0584.html
https://webarchive.archive.unhcr.org/20230519074254/https:/www.refworld.org/docid/59c8e0584.html
https://webarchive.archive.unhcr.org/20230519074254/https:/www.refworld.org/docid/59c8e0584.html
https://oxfordre.com/africanhistory/display/10.1093/acrefore/9780190277734.001.0001/acrefore-9780190277734-e-796;jsessionid=2C12C40CB087AF1EE8B2FAD14974FFB8?rskey=2V72Nh&result=54
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この母系社会のアサンテ族において首長またはクィーン・マザーの資格がある

とみなされるには、その氏族内において王族の女性祖先の子孫でなければならな

い。クィーン・マザーは、王族の系譜学者とし資格を有する者についての知識があ

る。首長の席が空席になれば、クィーン・マザーはその地位にふさわしい人物を推

薦する。彼女は 3 人まで推薦できるが、長老たちが誰も承認しない場合（その理

由を明らかにしなければならないが）、長老たちが決定を下すことになる。その場

合もやはり、王族の一員という資格を有するが必要である。王の場合は重要度が高

いため、伝統評議会［Traitional Council］のメンバーやその他の多くの影響力のあ

る人物も関与する。 

一般的には、首長は自身の長老たちと共に、血統により資格のある者の中からク

ィーン・マザーを選ぶ、と言われている。首長または長老のどちらがより大きな影

響力を持つかは、それぞれの固有の状況によって異なる。とはいえ、伝統的な形式

は、首長席が空いた時に、クィーン・マザーの長女が次のクィーン・マザーになる

というもので、この慣習はいまだに続いているが、必須ではない。21 世紀に入っ

てからは、影響力のある個人あるいはメディア、政府、地元の政治家など、どちら

の地位の選定過程にも影響を及ぼすことがある。これらの選定過程やその他の多

くの点において、最重要事項は、それぞれの歴史に応じて異なる。［注 3］  

… 

いったん首長またはクィーン・マザーとして「玉座に就く（enstool）」と、その

人物は生涯その座を占有する。しかし、クィーン・マザーまたは首長が違反行為を

犯した場合、「免職（「退位」や「解任」とも言う）」という手続きを通じて、その

地位から追われることがある。このような事例はクィーン・マザーにとっては稀だ

が、首長にはそれほど珍しいことではない。これらの手続きの中にかなり多くのあ

いまいさが含まれ、脆さとなって争いを招くことになる。植民地主義と現代性は顧

問の役割に大きな影響を与えたことで、パラダイムシフトが起こり、時には深刻な

断絶が生まれた。取り組むべき課題は植民地主義、それと密接に関連する現象や近

代性の下で磨かれ、現在の国家に取り込まれてきた。［注 5］ 

… 

すべての首長とクィーン・マザーはそれぞれの町や首長領の王家の一員として

の資格がなければならない。血縁関係は母系制なので、どの家族の一員であるかは

母親を通じてたどられる。したがって王家も、すべての人々と同様に、アカン族社

会における 8 つまたは 9 つの氏族［clan］のいずれかに属している。したがって個

人のアイデンティティはその家族（家系／母系［abusua］）、さらに大きな氏族、そ

してそれぞれの民族意識や文化によって明確に定まる。さらに、出身地とのつなが

りもアイデンティティには欠かせない要素であり、首長とクィーン・マザーは故郷

との強い絆をもたらしている。［注 10］ 

… 

※ 脚注の詳細は、原文をご覧下さい。 
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13. 出入国および移動の自由 

 

略称 

ACCORD オーストリア出身国・庇護研究ドキュメンテーションセンター 

ACLED 武力紛争位置・事件データプロジェクト 

AI アムネスティ・インターナショナル 

ARC 難民調査センター 

BAMF ドイツ連邦移民難民庁 

CGRS ベルギー難民及び無国籍者庁 

CIA 米国中央情報局 

CNDA フランス庇護権裁判所 

CORI Country of Origin Research and Information（英国） 

CRS 米国議会調査局 

DFAT オーストラリア外務貿易省 

DIS デンマーク移民庁 

DRC デンマーク・レフュジー・カウンセル 

EASO 欧州難民支援機関 

FIS フィンランド移民庁 

HRW ヒューマン・ライツ・ウォッチ 

ICG インターナショナル・クライシス・グループ 

IDMC 国内避難民監視センター 

IRBC カナダ移民難民局 

IRDC アイルランド難民ドキュメンテーションセンター 

ジェトロ 日本貿易振興機構 

JICA 国際協力機構 

Lifos スウェーデン移民庁出身国情報データベース 

Landinfo ノルウェー政府出身国情報センター 

MRGI マイノリティ・ライツ・グループ・インターナショナル 

OECD 経済協力開発機構 

OFPRA フランス難民・無国籍庇護局 

OHCHR 国連人権高等弁務官事務所 

OSAC 米国海外安全保障評議会 

RRTA オーストラリア難民再審査審判所 

RSAA ニュージーランド難民地位不服申立機関 
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RSF 国境なき記者団 

UKIAT イギリス移民難民審判所 

UKUT イギリス上級審判所 

UNHCR 国連難民高等弁務官事務所 

USCIRF 米国連邦政府国際宗教自由に関する委員会 
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